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作物統計調査 調査票の構成
参考の別紙

※本表は、令和７年産の調査及び８年産以降の調査で⽤いる調査票について、同趣旨のものを並記する形でまとめたものである。双⽅の相違についての補⾜説明は⻘字で記載している。

様式番号 調査票の名称 様式番号 調査票の名称
1 ⾯積調査 実測調査票 1 ⾯積調査 実測調査票

2 作付⾯積調査調査票（団体⽤） 茶⽤ 2 作付⾯積調査調査票（団体⽤） 茶⽤

－ － 3 作付⾯積調査調査票（経営体⽤） 茶⽤
（⇒茶について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、新設）

3 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 陸稲、なたね（⼦実⽤）⽤ 4 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 陸稲、なたね（⼦実⽤）⽤
（⇒７年産の３番から13番までを、４番から14番に番号変更のみ）

4 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） ⻨類（⼦実⽤）⽤ 5 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） ⻨類（⼦実⽤）⽤

5 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤）
⼤⾖（乾燥⼦実）、飼料作物、えん⻨（緑肥⽤）、かんしょ、そば⽤

6 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤）
⼤⾖（乾燥⼦実）、飼料作物、えん⻨（緑肥⽤）、かんしょ、そば⽤

6 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） てんさい⽤ 7 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） てんさい⽤

7 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） さとうきび⽤ 8 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） さとうきび⽤

8 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） みかん・その他かんきつ類⽤ 9 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） みかん・その他かんきつ類⽤

9 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） ○○○⽤ 10 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） ○○○⽤

10 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 春植えばれいしょ⽤ 11 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 春植えばれいしょ⽤

11 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 12 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤）

12 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 指定産地（市町村）⽤ 13 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（団体⽤） 指定産地（市町村）⽤

13 花き作付⾯積調査・出荷量調査調査票（団体⽤） 14 花き作付⾯積調査・出荷量調査調査票（団体⽤）

－ － 15 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）陸稲⽤
（⇒陸稲について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、７年産の
第21号を⼀部吸収。また、陸稲については、「うち⽥」の項⽬がないことから（畑に作付けし
ている稲を陸稲としているため）、単独の調査票として新設）

14 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）
⼩⻨（⼦実⽤）、⼆条⼤⻨（⼦実⽤）、六条⼤⻨（⼦実⽤）、はだか⻨（⼦実
⽤）、⼤⾖（乾燥⼦実）、そば⽤

16 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）
⼩⻨（⼦実⽤）、⼆条⼤⻨（⼦実⽤）、六条⼤⻨（⼦実⽤）、はだか⻨（⼦実
⽤）、⼤⾖（乾燥⼦実）、そば、かんしょ⽤
（⇒かんしょについて、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、７年
産の第21号を⼀部吸収）

－ － 17 飼料作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）
（⇒飼料作物について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、７
年産の第22号を変更）

15 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）
なたね（⼦実⽤）⽤

18 畑作物作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）
なたね（⼦実⽤）⽤

－ － 19 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤） みかん・その他かんきつ類⽤
（⇒果樹について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、品⽬によ
り７年産の第23号を分割・変更）

－ － 20 果樹作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤） ○○○⽤
（⇒果樹について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、品⽬によ
り７年産の第23号を分割・変更）

16 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤） 春植えばれいしょ⽤ 21 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤） 春植えばれいしょ⽤

17 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤） 22 野菜作付⾯積調査・収穫量調査調査票（経営体⽤）○○○⽤

18 花き作付⾯積調査・出荷量調査調査票（経営体⽤） 23 花き作付⾯積調査・出荷量調査調査票（経営体⽤）

19 ⽔稲（予想）収穫量調査 ⽔稲作況標本（基準）筆調査票 24 ⽔稲（予想）収穫量調査 ⽔稲作況標本（基準）筆調査票

20 茶収穫量調査調査票（団体⽤） 25 茶収穫量調査調査票（団体⽤）

21 畑作物収穫量調査調査票（経営体⽤） 陸稲、かんしょ⽤ － （⇒陸稲及びかんしょについて、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するた
め、陸稲については、「うち⽥」の項⽬がないことから（畑に作付けしている稲を陸稲としている
ため）、単独の調査票（第15号）として新設、かんしょについては第16号に吸収）

22 飼料作物収穫量調査調査票（経営体⽤） － （⇒飼料作物について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、第
17号に変更）

23 果樹収穫量調査調査票（経営体⽤） ○○○⽤ － （⇒果樹について、８年産から、経営体に対する作付⾯積調査を開始するため、品⽬によ
り、第19号・第20号に分割・変更）

令和７年産の調査 令和８年産以降の調査

注︓調査票の順番は、Ⅰ調査の種類による区分（①⾯積調査のみの調査票②⾯積と収穫量調査の併⽤の調査③収穫量調査のみの調査票）の順番により整理し、同じ調査の種類間では、Ⅱ調査
先による区分（①実測による調査票②団体への調査票③経営体への調査票）の順番により整理し、同じ調査先間では、Ⅲ作物の順番により整理されている。
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基幹統計調査の変更について（申請） 

下記調査の変更について、統計法（平成19年法律第53号）第11条第１項の規定に基づく承認を

受けたいので、別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、申請します。 

記 
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別紙 

申請事項記載書 

１ 調査の名称 作物統計調査 

２ 変更の内容 

＜目次＞ 

◆調査計画本文（その１：耕地面積調査、水稲に係る調査） ··················································································· P１

◆調査計画本文（その２：麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び花きに係る調査） ·········································· P４

◆調査計画本文（その３：陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹に係る調査） ································································· P７

◆別添２ ································································································································· P10

◆別添３ ································································································································· P11

◆別添４ ································································································································· P16

◆調査票（別記様式第 24号） ·············································································································· P19

変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

調査計画 

（その１：耕地面積調査、水稲に係る調査） 

１～４ （略） 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（注３）

ア （略）

イ 予想収穫量調査（詳細は、調査票（別記様式第24号）を参照）

水稲の時期別の予想収穫量

ウ 収穫量調査（詳細は、調査票（別記様式第24号）を参照）

水稲の収穫量

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

（注３）いずれの調査についても実測調査として様々な情報を収集して

行うことから、報告を求める事項は、取りまとめる事項として記 

調査計画 

（その１：耕地面積調査、水稲に係る調査） 

１～４ （略） 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（注３）

ア （略）

イ 予想収穫量調査（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査につい

ては、別記様式第19号、令和８年産以降に係る調査については、別

記様式第24号）を参照） 

水稲の時期別の予想収穫量 

ウ 収穫量調査（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査については、

別記様式第19号、令和８年産以降に係る調査については、別記様式

第24号）を参照） 

水稲の収穫量 

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

（注３）いずれの調査についても実測調査として様々な情報を収集して

行うことから、報告を求める事項は、取りまとめる事項として記 

【８年産から】 
本調査の見直し
の 過 程 に お い
て、令和７年産
に 係 る 調 査 の
み、調査票の様
式番号が異なる
ことから詳細に
記載していた。
しかし、令和７
年の経過により
記載が不要にな
るため、令和８
年産に係る調査 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

載している。 

 

（２） （略） 

 

６ （略） 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 

■その他（予想収穫量調査は年２回） 

（２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 集計事項 

  前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４（注７及び８）を参照。 

（注７） （略） 

（注８）水稲に係る７月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳島

県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の早期栽培並びに沖縄県の第一期

稲に限る。）及び８月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳

島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の早期栽培並びに沖縄県の第一

期稲を除く。）については、実測調査を行わず、気象データ及び人

工衛星データを利用した予測により推計し、公表する。 

９～12 （略） 

 

 

載している。 

 

（２） （略） 

 

６ （略） 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 

□その他（ ） 

（２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 集計事項 

  前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４（注７及び８）を参照。 

（注７） （略） 

（注８）水稲に係る７月15日現在の作柄の良否（徳島県、高知県、宮崎県

及び鹿児島県の早期栽培並びに沖縄県の第一期稲に限る。）及び８

月15日現在の作柄の良否（徳島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の

早期栽培並びに沖縄県の第一期稲を除く。）については、実測調査

を行わず、気象データ及び人工衛星データを利用した予測により推

計し、公表する。 

９～12 （略） 

 

計画から削除す

るもの 

 

 

 

 

 

【７年産から】 

以前から、予想

収穫量調査につ

いて年２回行っ

ているが、前回

変更時に誤って

計画から削除し

て い た こ と か

ら、記載を復元

して適正化する

もの 

 

【７年産から】 

予想収穫量調査

及び収穫量調査

において、作況

指数の公表を取

りやめ、前年比

・前年差を公表

することとして

いる。これに伴

い、作物統計調

査とは別に、予

測値を公表して

きた 7/15、8/15
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

 

現在の「作柄の

良否」について、

10ａ当たり収量

の前年比見込み

に改め、作物統

計調査と連続性

を持った公表と

するため 

 

【７年産から】 
水稲に係る作況
指数について、
生産現場の実感
との差が浮き彫
りとなったこと
から、集計事項
一覧から削除す
るもの 
（具体的には、
調査計画の別添
４を変更） 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

調査計画 

（その２：麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び

花きに係る調査） 

 

１・２ （略） 

 

３ 調査対象の範囲 

（１） （略） 

 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □

地方公共団体 □その他） 

  ア 農業協同組合、日本ビート糖業協会、製糖会社、製糖工場、集出

荷団体、集出荷業者、野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）

第10条第1項に規定する登録生産者（以下「登録生産者」という。）、

その他の関係団体（以下「関係団体等」という。） 

  イ （略） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、登録生産者（野菜に限

る。）、その他の関係団体（麦類、大豆、そば、なたね、野菜及び

花き） 

全国調査実施年：約4,000、主産県調査実施年：約3,900（延べ）

（全数） 

調査対象名簿は、地方農政局等（注４）が地方公共団体や関係団体

等から情報収集により作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注４）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣

府沖縄総合事務局農林水産センターをいう。 

イ～エ （略） 

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■

有意抽出） 

調査計画 

（その２：麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び

花きに係る調査） 

 

１・２ （略） 

 

３ 調査対象の範囲 

（１） （略） 

 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □

地方公共団体 □その他） 

  ア 農業協同組合、日本ビート糖業協会、製糖会社、製糖工場、集出

荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（以下「関係団体等」とい

う。） 

 

  イ （略） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（麦

類、大豆、そば、なたね、野菜及び花き） 

 

全国調査実施年：約4,000、主産県調査実施年：約3,900（延べ）

（全数） 

調査対象名簿は、地方農政局等（注４）が地方公共団体や関係団体

等から情報収集により作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注４）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣

府沖縄総合事務局農林水産センターをいう。 

イ～エ （略） 

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■

有意抽出） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【７年産から】 
従前から登録生
産者についても
調査対象にして
いたが、PDCA サ
イクルに係る自
己 点 検 に お い
て、その旨が明
確になっていな
いことを確認し
たことを踏まえ
た追記 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

ア （略） 

  イ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階

層は全数調査により、標本階層は原則として無作為抽出により行

う。ただし、一部有意抽出により行う場合がある。標本となる農林

業経営体の抽出方法については、別添３の「３ 農林業経営体の抽

出方法」を参照。 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（別記様式第４号から第８号ま

で、第11号から第14号まで、第16号、第18号、第21号から第23号まで）

を参照） 

 

 

 

  ア・イ （略） 

 

（２） （略） 

 

６・７ (略) 

 
８ 集計事項 

ア （略） 

  イ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階

層は全数調査により、標本階層は原則として無作為抽出により行

う。ただし、一部有意抽出により行う場合がある。標本となる農林

業経営体の抽出方法については、別添３の「３－２ 農林業経営体

の抽出方法（令和７年産以降における取扱い）」を参照。 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査につい

ては、別記様式第３号から第７号まで、第10号から第18号まで、令和

８年産以降に係る調査については、別記様式第４号から第８号まで、

第11号から第14号まで、第16号、第18号、第21号から第23号まで）を

参照） 

 

  ア・イ （略） 

 

（２） （略） 

 

６・７ （略） 

 
８ 集計事項 

 

 

 

 

【８年産から】 

本調査の見直し
の 過 程 に お い
て、令和７年産
に係る調査のみ
の取扱いがある
ことから詳細に
記載していた。
しかし、令和７
年の経過により
記載が不要にな
るため、令和８
年産に係る調査
計画から削除す
るもの  
 
 
【８年産から】 
同上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【８年産から】 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

  前記５（１）について、都道府県別等に集計する。 
  詳細については、別添４を参照。 

  なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農

政局等の職員又は統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注８）

によって補完するほか、行政記録情報等から得られる情報を活用する。 

 
 
９～12（略） 
 

  前記５（１）について、都道府県別等に集計する。 
  詳細については、別添４を参照。 

なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農

政局等の職員又は統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注８）

によって補完するほか、行政記録情報等から得られる情報を活用する。 

   
 
９～12（略） 

 

法令改正により
ブロッコリーが
指定野菜として
位置付けられた
ことに伴い、集
計事項を充実 
（具体的には、
調査計画の別添
４を変更） 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

調査計画 

（その３：陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹に係る調査） 

１～３ （略） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア （略） 

  イ 荒茶工場（茶の収穫量調査に限る。） 

全国調査実施年：約1,300、主産県調査実施年：約600（母集団の

大きさ 約3,900） 

    調査対象名簿は、荒茶工場への郵送・オンラインによる照会結果

及び事業所母集団データベースにより作成した荒茶工場母集団一

覧表 

ウ 農林業経営体（茶については作付面積調査に限る。） 

全国調査年：約35,000 

主産県調査年：約9,500   

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農

林業経営体のうち、 農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農

協以外の集出荷団体へ」のみに回答があった農林業経営体を除いた

もの約290,000） 

調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサ

スの結果から作成した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏

まえた情報収集等により毎年補正した標本経営体母集団名簿（作物

別） 

 

（２） 

ア・イ （略） 

ウ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階

層は全数調査により、標本階層は原則として無作為抽出により行

う。ただし、一部有意抽出により行う場合がある。標本となる農林

業経営体の抽出方法については、別添３の「３ 農林業経営体の抽

調査計画 

（その３：陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹に係る調査） 

１～３ （略） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア （略） 

  イ 荒茶工場（茶の収穫量調査に限る。） 

全国調査実施年：約1,300、主産県調査実施年：約600（母集団の

大きさ 約3,900） 

    調査対象名簿は、地方農政局等が地方公共団体や関係団体等から

収集した情報及び事業所母集団データベースにより作成した荒茶

工場母集団一覧表 

ウ 農林業経営体（茶については作付面積調査に限る。） 

全国調査年：約35,000 

主産県調査年：約9,500（令和７年産に限っては、約17,000）   

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農

林業経営体のうち、 農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農

協以外の集出荷団体へ」のみに回答があった農林業経営体を除いた

もの約290,000） 

調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサ

スの結果から作成した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏

まえた情報収集等により毎年補正した標本経営体母集団名簿（作物

別） 

 

（２） 

ア・イ （略） 

ウ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階

層は全数調査により、標本階層は原則として無作為抽出により行

う。ただし、一部有意抽出により行う場合がある。標本となる農林

業経営体の抽出方法については、令和７年産については、別添３の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【８年産から】 

母集団整備を効

率化するため、

職員による情報

収集から、荒茶

工場への郵送・

オンラインによ

る確認に改める

もの（調査計画

の別添３につい

ても変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【８年産から】 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

出方法」を参照。   

 

 

 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（別記様式第２号から第４号ま

で、第６号、第９号、第10号、第15号から第17号まで、第19号、第20

号、第25号）を参照） 

 

 

  ア・イ （略） 

（２） （略） 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

 

  ア・イ （略） 

 

（２）調査方法 

 

  ア・イ （略） 

「３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産

のみの取扱い）」を、令和８年産以降については、  別添３の「３

－２ 農林業経営体の抽出方法（令和７年産以降における取扱い）」

を参照。   

 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査につい

ては、別記様式第２号、第３号、第５号、第８号、第９号、第20号か

ら第23号まで、令和８年産以降に係る調査については、別記様式第２

号から第４号まで、第６号、第９号、第10号、第15号から第17号まで、

第19号、第20号、第25号）を参照） 

  ア・イ （略） 

（２） （略） 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統（令和７年産に係る調査についてはイにより行い、令和８

年産以降に係る調査についてはア及びイにより行う。） 

  ア・イ （略） 

 

（２）調査方法（令和７年産に係る調査についてはイにより行い、令和８

年産以降に係る調査についてはア及びイにより行う。） 

  ア・イ （略） 

本調査の見直し

の 過 程 に お い

て、令和７年産

に係る調査のみ

の取扱いがある

ことから詳細に

記載していた。

しかし、令和７

年の経過により

記載が不要にな

るため、令和８

年産に係る調査

計画から削除す

るもの  

 

 

【８年産から】 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

【８年産から】 

同上 

 

 

【８年産から】 

同上 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期

□その他（ ）

令和８年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ以外の年に

は主産県の調査を行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収

穫量調査」を参照）。 

８～12 （略） 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期

□その他（ ）

令和８年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ以外の年に

は主産県の調査を行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収

穫量調査」を参照）。 

令和７年産の調査については、主産県の調査として行う。 

８～12 （略） 

【８年産から】 

同上 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

別添 １ （略） 

 

別添 ２ 

作付面積調査及び収穫量調査に係る作物の選定基準 

  

 農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれかに該当する種類の作

物であることとする。 

 

１ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第17条第１項の規

定により定められた食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議

決定）において生産量や作付面積等のKPIが設定された作物の種類（注）

又は食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において

生産努力目標が定められた作物の種類であること。 

 

（注）野菜について生産量や作付面積等のKPIが設定された場合にあっ

ては野菜のうち野菜生産出荷安定法施行令（昭和41年政令第224号）

第１条に規定する種類及び野菜生産出荷安定法施行規則（昭和41

年農林省令第36号）第８条に規定する種類に限り、果樹について生

産量や作付面積等のKPIが設定された場合にあっては果樹のうち果

樹農業振興特別措置法施行令（昭和36年政令第145号）第２条に規

定する種類に限る。 

 

２ （略） 

 

 

別添 １ （略） 

 

別添 ２  

作付面積調査及び収穫量調査に係る作物の選定基準 

  

 農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれかに該当する種類の作

物であることとする。 

 

１ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第15条第１項の規

定により定められた食料・農業・農村基本計画において生産努力目標が

定められた作物の種類（野菜について生産努力目標が定められている場

合にあっては野菜のうち野菜生産出荷安定法施行令（昭和41年政令第

224号）第１条に規定する種類及び野菜生産出荷安定法施行規則（昭和

41年農林省令第36号）第８条に規定する種類に限り、果樹について生産

努力目標が定められている場合にあっては果樹のうち果樹農業振興特

別措置法施行令（昭和36年政令第145号）第２条に規定する種類に限る。）

であること。 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【７年産から】
法改正及び新た
な基本計画の策
定に伴う記載ぶ
りの変更 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

別添３ 

標本の抽出方法 

 

１ （略） 

 

２ 作況標本筆の抽出方法 

  作況標本筆の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1)～(3) （略）  

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により階層別に配分した数の標本を当該階層

から田の耕地面積に比例して抽出し、次いで、当該標本内にある水稲

の作付けされた筆から無作為に作況標本筆を１筆抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産のみの取

扱い） 

  令和７年産に係る陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る収穫量調

査における農林業経営体の抽出方法は、次のとおりとする。 

  なお、直近の全国調査年において収穫量に占める関係団体等の取扱数

量の割合が８割以上である都道府県においては、10a当たり収量が関係

団体等への調査によって概ね把握できることから農林業経営体への調

別添３ 

標本の抽出方法 

 

１（略） 

 

２ 作況標本筆の抽出方法 

  作況標本筆の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1)～(3) （略）  

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により階層別に配分した数の標本を当該階層

から田の耕地面積に比例して抽出し、次いで、当該標本内にある水稲

の作付けされた筆から系統抽出法により作況標本筆を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産のみの取

扱い） 

  令和７年産に係る陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る収穫量調

査における農林業経営体の抽出方法は、次のとおりとする。 

  なお、直近の全国調査年において収穫量に占める関係団体等の取扱数

量の割合が８割以上である都道府県においては、10a当たり収量が関係

団体等への調査によって概ね把握できることから農林業経営体への調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【７年産から】 
系統抽出法によ
る抽出と記載す
ると、当該標本
内から無作為に
１筆しか抽出し
ていないにもか
かわらず、複数
の筆を抽出する
との誤解を与え
るため、記載を
適正化するもの 
 
 
※ ８ 年 産 以 降
は、次ページの
とおり、「３－
１」を削除し、
現行の「３－２」
を新たに「３」
に変更 
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査は実施しない。 

  また、直近の全国調査年において当該作物（品目）の作付面積、栽培

面積若しくは収穫面積が５ha未満（飼料作物は50ha未満）又は母集団の

大きさが30戸未満（果樹は40戸未満）の都道府県においては、必要な標

本の大きさが得られないことから実施しない（陸稲及び野菜について

は、品目の母集団の大きさが30戸未満であっても、当該作物の作付面積

が５ha以上の場合はこの限りではない。）。 

 

 

査は実施しない。 

  また、直近の全国調査年において当該作物（品目）の作付面積、栽培

面積若しくは収穫面積が５ha未満（飼料作物は50ha未満）又は母集団の

大きさが30戸未満（果樹は40戸未満）の都道府県においては、必要な標

本の大きさが得られないことから実施しない（野菜については、品目の

母集団の大きさが30戸未満であっても、当該作物の作付面積が５ha以上

の場合はこの限りではない。）。 

 

 

 
 
 
 
 
【７年産のみ】 
記載漏れとなっ
ていた陸稲を追
記することによ
り、記載を適正
化するもの 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

（削る。） 

 

３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産のみの取

扱い） 

  令和７年産に係る陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る収穫量調

査における農林業経営体の抽出方法は、次のとおりとする。 

  なお、直近の全国調査年において収穫量に占める関係団体等の取扱数

量の割合が８割以上である都道府県においては、10a当たり収量が関係

団体等への調査によって概ね把握できることから農林業経営体への調

査は実施しない。 

  また、直近の全国調査年において当該作物（品目）の作付面積、栽培

面積若しくは収穫面積が５ha未満（飼料作物は50ha未満）又は母集団の

大きさが30戸未満（果樹は40戸未満）の都道府県においては、必要な標

本の大きさが得られないことから実施しない（野菜については、品目の

母集団の大きさが30戸未満であっても、当該作物の作付面積が５ha以上

の場合はこの限りではない。）。 

 

 (1) 母集団名簿の作成 

   統計部長は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスにお

ける農林業経営体調査結果から、作物ごとに調査対象作物を作付け

し、及び関係団体等以外に出荷した農林業経営体を抽出し、母集団名

簿を作成する。 

ただし、飼料作物については、農林業センサスの飼料作物の作付け

に関する調査項目がないため、牛を飼っている、かつ田・畑（牧草地）

耕地がある農林業経営体及び農作業の受託料金収入で飼料用作物作

がある農林業経営体とする。 

 

(2) 標本の大きさの算出 

   統計部長は、(1)で作成した母集団名簿を用い、作物別に 10ａ当た

り収量についての調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必要な

標本の大きさを算出する。 

 

 

【８年産から】 
本調査の見直し
の 過 程 に お い
て、一部の作物
に係る令和７年
産のみの取扱い
を個別に「３－
１」として記載
していた。しか
し、令和７年の
経過により記載
が不要になるこ
とから、令和８
年産に係る調査
計画から削除す
るもの 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 農林業経営体の抽出方法 

  陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作物、そば、なたね、、茶、果樹、

野菜及び花きに係る作付面積調査並びに収穫量調査（茶については作付

面積調査に限る。）における農林業経営体の抽出方法については、次の

とおりとする。 

   

 

 

（１）～（４） （略） 

 

 

 

注１：都道府県別の標本の大きさについては、抽出率30％を上限とし、300

を超える場合は300（果樹は250を超える場合は250）、20を下回る場

合は抽出率に関わらず20（果樹は40を下回る場合は抽出率に関わらず

40）とする。 

２：野菜は、直近の農林業センサスにおける品目別農林業経営体の母集

団の大きさに応じて配分している。 

 

 (3) 標本の配分 

   統計部長は、都道府県別に、必要に応じて、作物別の母集団の分布

状況に応じた作付形態別階層区分を設け、形態別ウエイトにより標本

の配分を行い、地方農政局長に通知する。 

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により通知された標本を、階層別に系統抽出

法又は調査対象作物の作付面積に基づく確率比例抽出により農林業

経営体を抽出する。 

   なお、標本の大きさの２分の１を継続標本とするが、母集団の大き

さによりこの限りではない。 

 

３－２ 農林業経営体の抽出方法（令和７年産以降における取扱い） 

  麦類、大豆、そば、なたね、野菜及び花きに係る作付面積調査並びに

収穫量調査における農林業経営体の抽出方法については、令和７年産に

係る調査から、次のとおりとする。 

 陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る作付面積調査及び収穫量調査

における農林業経営体の抽出方法についても、令和８年産に係る調査か

ら、この方法による。 

 

（１）～（４） （略） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【８年産から】 
本調査の見直し
の 過 程 に お い
て、一部の作物
に係る令和７年
産のみの取扱い
を「３－１」と
して個別に記載
していた。しか
し、令和７年の
経過により記載
が不要になるこ
とから、令和８
年産に係る調査
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 荒茶工場の抽出方法  

収穫量調査のうち、茶調査に係る標本荒茶工場の配分及び抽出方法は

次のとおりとする。 

 

（１）荒茶工場母集団の整備・補正 

地方農政局等の長は、全国調査の実施年において、「荒茶工場母集

団一覧表」に掲載された荒茶工場への郵送・オンラインによる照会結

果により操業状況を確認（全国調査年及びその前年に調査対象となっ

た荒茶工場を除く。）するとともに、作付面積調査の報告者となる農

林業経営体に対する確認（農林業経営体自らが荒茶加工をしているか

否かについての確認）により、母集団一覧表を更新する。また、主産

県調査の実施年において、事業所母集団データベース及び作付面積調

査の報告者となる農林業経営体に対する確認により、荒茶工場の休業

・廃止又は新設があった場合には削除又は追加をし、また、茶栽培面

積、生葉の移出入等大きな変化があった場合には当該荒茶工場につい

て母集団一覧表を整備・補正する。 

 

（２）・（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 荒茶工場の抽出方法  

収穫量調査のうち、茶調査に係る標本荒茶工場の配分及び抽出方法は

次のとおりとする。 

 

（１）荒茶工場母集団の整備・補正 

地方農政局等の長は、「荒茶工場母集団一覧表」を６年周期で作成

し、これを基に中間年については、市町村、普及指導センター、茶に

係る関係団体等からの情報収集により、荒茶工場の休業・廃止又は新

設があった場合には削除又は追加をし、また、茶栽培面積、生葉の移

出入等大きな変化があった場合には当該荒茶工場について母集団一

覧表を整備・補正する。 

 

 

 

 

 

 

（２）・（３） （略） 

 

計画から、現行
の「３－１」を
削 る と と も に
「３－１」の対
象にしていた作
物 も 含 め て 、
「３」として記
載 
 
 
 
 
 
 
 
【８年産から】 
既に承認されて
いる５年周期の
全国調査実施に
合わせて、母集
団の大規模な見
直しは全国調査
年周期で行うこ
とを記載 
 
母集団整備を効
率化するため、
職員による情報
収集から、荒茶
工場への郵送・
オンラインによ
る確認に改める
ための変更 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

別添４ 作物統計調査  集計事項一覧 別添４ 作物統計調査  集計事項一覧 

＜調査計画の
記載に変更が
生じる内容＞ 
【７年産から】 
・作柄概況に
ついて収穫量
調査で用いて
いる収量構成
要素と同義で
あるため、表
現を統一

・予想収穫量
調査及び収穫
量調査におい
て集計してい
た水稲に係る
作況指数につ
いて、生産現
場の実感との
差が浮き彫り
とな ったこと
から集計を取
りやめ

【８年産から】
法令改正によ
りブロッコリ
ーが指定野菜
として位置づ
けられたこと
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

 

 

別添 ５ （略） 

 

 

 

 

 

別添 ５ （略） 

 

に伴い、集計事
項を充実 
 
 
 
＜調査計画の
記載に変更が
生じない内容
＞ 
【７年産から】 
上記のほか、集
計表の項目に
ついて、以下の
変更を予定 
・対平年比とし
ていた項目
について、対
前年比に変
更 

・主食用に係る
10ａ当たり
収量及び収
穫量につい
て、「ふるい
目幅 1.70mm
以上、かつ、
農産物規格
規程三等以
上」を全国統
一基準とし
て集計に用
いていたこ
とを改め、ふ
るい目幅に
ついて、都道
府県ごとに、
生産者が主
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

に用いるふ
る い 目 幅
（ 1.85mm 、
1.90mm等）に
変更する一
方、現行の全
国統一基準
による集計
結果との接
続を図るた
め、「主食用
＋ふるい下
米」の項目を
新設 

     等 
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変 更 案 変 更 前 変 更 理 由 

別記様式第19号（令和７年産用調査票） 

（別記様式第24号（令和８年産用調査票）） 

水稲(予想)収穫量調査 

作物統計水稲作況標本(基準)筆調査票 

１～４ （略）

５ 刈取り調査

*

*

（以下略）

別記様式第24号

統計法に基づく基幹統計 水稲(予想)収穫量調査

作物統計 水稲作況標本(基準)筆調査票
秘

農林水産省

刈取り日 月 日

総合選別機

3㎡刈り ② 段ぶるい

調 査 者

番 号

① ② ③

①
刈取時の
倒伏程度

全倒伏 ①

半倒伏 ③

②
倒伏無し ⑤

刈

取

り

試

料

全 量 玄 米 千 粒重
測 定

重量
*

粗 玄 米 重

刈取り方法

3㎡当たり
整数株刈り

①

調製方法

g
縮 分 重 量

未調製乾 燥も み重
g g

粒数
粒

玄 米 重 10a当たり換算率 再 選 別 歩 合
等級

３等以上 ①

％
規 格 外 ②

玄 米 水 分
％

1.70mm ふる い下 米重
(7)×1000
刈取り株数計

統計法に基づく国の統計調

査です。調査票情報の秘密

の保護に万全に期します。

別記様式第19号（令和７年産用調査票） 

（別記様式第24号（令和８年産用調査票）） 

水稲(予想)収穫量調査 

作物統計水稲作況標本(基準)筆調査票 

１～４ （略）

５ 刈取り調査

*

*

（以下略）

％
規 格 外 ②

玄 米 水 分
％

再 選 別 歩 合
等級

３等以上 ①

く ず 米 重
(7)×1000
刈取り株数計

玄 米 重 10a当たり換算率

g
縮 分 重 量

未調製乾 燥も み重
g g

粒数
粒

⑤

刈

取

り

試

料

全 量 玄 米 千 粒重
測 定

重量
*

粗 玄 米 重

①
刈取時の
倒伏程度

全倒伏 ①

半倒伏 ③

②
倒伏無し

刈取り方法

3㎡当たり
整数株刈り

①

調製方法

総合選別機

3㎡刈り ② 段ぶるい

刈取り日 月 日

調 査 者

番 号

① ② ③

別記様式第24号

統計法に基づく基幹統計 水稲(予想)収穫量調査

作物統計 水稲作況標本(基準)筆調査票
秘

農林水産省

統計法に基づく国の統計調

査です。調査票情報の秘密

の保護に万全に期します。

【７年産から】 
「くず米」の用
語について、よ
り具体的かつ適
切な名称への変
更（把握する内
容に変更なし） 
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調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その１：耕地面積調査、水稲に係る調査）
（注１） 

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

     面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

     作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

水稲については、このうち、予想収穫量調査及び収穫量調査を行う。水稲の作付面積については、注

７を参照。 

 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 ■その他） 

  ア 耕地面積調査 

農作物の栽培を目的とする土地及び農作物の栽培を目的としていた土地 

  イ 予想収穫量調査、収穫量調査 

    水稲の栽培の用に供される土地 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出（□全数階層あり） □有意抽出） 

（３）報告義務者 

耕地面積調査、水稲に係る予想収穫量調査及び収穫量調査については、報告者（耕地

の所有者又は耕作者）から回答を求める方法に代えて、地方農政局等（注２）の職員又は統

計調査員による実測、巡回・見積り及び情報収集（以下「実測調査」という。）により行

う。 

耕地面積調査を行う標本単位区（全国の区域を区分して設けた耕地が存在する区域（単

位区）から抽出した区域：約29,000単位区）並びに水稲に係る予想収穫量調査及び収穫

量調査を行う作況標本筆（水稲の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定

めるところにより抽出した区域：約8,000筆）の抽出方法については、別添３の「１ 標

本単位区の抽出方法」及び「２ 作況標本筆の抽出方法」を参照。 

（注２）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを

いう。 

７年産の計画 
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（注３） 

  ア 耕地面積調査（詳細は、調査票（別記様式第１号）を参照） 

耕地の田畑別面積、耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 

イ 予想収穫量調査（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査については、別              

記様式第19号、令和８年産以降に係る調査については、別記様式第24号）を参照） 

水稲の時期別の予想収穫量 

ウ 収穫量調査（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査については、別記様式第19号、

令和８年産以降に係る調査については、別記様式第24号）を参照） 

水稲の収穫量 

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

 （注３）いずれの調査についても実測調査として様々な情報を収集して行うことから、報告を求める事項は、

取りまとめる事項として記載している。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日現在によって行う（別添１の

「１ 耕地面積調査」、「３ 予想収穫量調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

   農林水産省－地方農政局等（注４）－統計調査員 

（注４）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法 

□郵送調査 □オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

地方農政局等の職員又は統計調査員による実測調査 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 ■その他（予

想収穫量調査は年２回） 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

ア 耕地面積調査（注５） 
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７月上旬～７月下旬 

イ 予想収穫量調査（注６） 

（９月 25日現在調査）９月中旬～９月下旬 

（10月 25日現在調査）10月中旬～10 月下旬 

ウ 収穫量調査 

水稲の収穫期 

（注５）７月中に調査を行うことを原則としつつ、地方農政局等の職員又は統計調査員が現地に赴いて実測調

査として行う性格上、梅雨や高温などの天候状況を考慮し、必要に応じて６月から実測調査を行う場合

がある。これにより、調査の基準となる７月15日までに実測調査を終えた地域にあっては、状況に大き

な変動が見られなければ、当該調査結果を７月15日時点の結果として扱う。 

（注６）水稲の生育状況に合わせて適期に調査を実施する必要があり、実測調査の適期が調査の実施期間前で

ある場合は、当該期間以前に調査を行う場合がある。また、実測調査により得られた情報は、順次蓄積

し、予想収穫量調査（9月25日現在、10月25日現在）及び、収穫量調査の集計の際に継続して使用する。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４（注７及び８）を参照。 

（注７）水稲に係る作付面積については、実測調査を行わず、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要

領」（平成26年４月１日付け25生産第3578号）に基づき、農林水産省が各都道府県・各地域別に公表する

作付状況のデータを活用し、補完の上、取りまとめ、公表する。 

（注８）水稲に係る７月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の

早期栽培並びに沖縄県の第一期稲に限る。）及び８月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳島

県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の早期栽培並びに沖縄県の第一期稲を除く。）については、実測調査を

行わず、気象データ及び人工衛星データを利用した予測により推計し、公表する。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 

（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 

 

10 使用する統計基準等 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら耕地・農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地

が小さいことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 
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調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、耕地の所有者又は耕作者に対して、資料の提出を求め、

又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問す

ることができる。 
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調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その２：麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び花きに係る調査）
（注１） 

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

     面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

     作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び花きについては、このうち、作付面積

調査及び収穫量調査を行う。 

 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 ■その他（注２）） 

   農林水産大臣が定める選定基準（別添２を参照）に合致する種類の作物ごとに農林水

産大臣が定める地域（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）
（注３） 

（注２）「その他」とは、作物ごとに別添１に記載する主産県を意味する。 

（注３）さとうきびについては、鹿児島県及び沖縄県の範囲を対象としているが、鹿児島県のうち、屋久島を

除く島しょ部については、鹿児島県が公表する資料を活用することから、調査を行わない。 

 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  ア 農業協同組合、日本ビート糖業協会、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、集出荷業

者、野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）第10条第1項に規定する登録生産者

（以下「登録生産者」という。）、その他の関係団体（以下「関係団体等」という。） 

  イ 農林業経営体 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、登録生産者（野菜に限る。）、その他の関

係団体（麦類、大豆、そば、なたね、野菜及び花き） 

全国調査実施年：約4,000、主産県調査実施年：約3,900（延べ）（全数） 

調査対象名簿は、地方農政局等（注４）が地方公共団体や関係団体等から情報収集によ

り作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注４）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを
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いう。 

イ 日本ビート糖業協会（てんさい）：１（全数） 

ウ 製糖会社・製糖工場等（注５）（さとうきび）：約30（全数） 

    調査対象名簿は、地方農政局等が地方公共団体や関係団体等から情報収集により作

成したさとうきび調査対象一覧表 

（注５） 農業協同組合が製糖工場を運営している場合には、当該農業協同組合に対して報告を求める。 

  エ 農林業経営体（てんさい及びさとうきびの調査を除く。） 

全国調査年：約55,000 

主産県調査年：約32,000 

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農林業経営体のうち、

農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農協以外の集出荷団体へ」のみに回答があ

った農林業経営体を除いたもの約290,000） 

    調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスの結果から作成

した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正し

た標本経営体母集団名簿（作物別） 

  

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■有意抽出） 

  ア 関係団体等については、全数調査により行う。 

  イ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査によ

り、標本階層は原則として無作為抽出により行う。ただし、一部有意抽出により行う

場合がある。標本となる農林業経営体の抽出方法については、別添３の「３－２ 農

林業経営体の抽出方法（令和７年産以降における取扱い）」を参照。 

 

（３）報告義務者 

  ア 関係団体等又は農林業経営体を代表する者  

  イ 関係団体等又は農林業経営体を代表する者が後記５に掲げる事項について報告する

ことができないときは、地方農政局等の職員が指定する関係団体等の役職員又は農林

業経営体の世帯員が、これに代わって報告しなければならない。 

    

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査については、別記様式第

３号から第７号まで、第10号から第18号まで、令和８年産以降に係る調査については、

別記様式第４号から第８号まで、第11号から第14号まで、第16号、第18号、第21号から

第23号まで）を参照） 

  ア 作付面積調査 
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作物の種類別作付面積 

 

  イ 収穫量調査 

作物の種類別収穫量（野菜にあっては出荷量を含む。花きにあっては出荷量に限る。） 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

農林業経営体用の調査票に設けている出荷先の割合については、調査結果の集計過

程において、関係団体等から得られた報告との間で集計が重複しないよう、農林業経

営体の報告を、関係団体等への出荷と関係団体等以外への出荷に按分するための項目

であるため、集計は行わない。 

農林業経営体用の調査票の本年及び来年以降の作付（栽培）に関する事項は、農林

業経営体が集計対象であるかを確認するための項目であるため、集計は行わない。 

作付面積、収穫量の増減要因等に関する事項は、前年からの変動要因を確認するた

めの項目であるため、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日（別添１の「２ 作付面積調

査」及び「４ 収穫量調査」を参照）現在によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

    農林水産省－地方農政局等（注６）－報告者 

              （統計調査員） 

回収については、地方農政局等経由（郵送又はオンライン）でも可。 

イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

   〔調査票の配布〕：農林水産省－民間事業者－報告者 

〔調査票の回収〕：報告者－民間事業者－地方農政局等－農林水産省 

（注６）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    ■電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

    職員又は統計調査員が報告者に調査票を配布する。 
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次に掲げるいずれかの方法により調査票の回収を行う。 

①  職員又は統計調査員が、訪問して報告者が記入した調査票を回収し、若しくは

報告者が郵送又はオンライン（政府統計共同利用システム若しくは電子メール）

により提出する方法 

②  職員又は統計調査員が、訪問して面接聞き取りにより調査票に記入する方法 

  イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） □調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

    農林水産省から業務を受託した民間事業者が、郵送により、報告者に調査票及びオ

ンライン回答用のID・PWを配布する。 

報告者は、郵送された調査票に記入し民間事業者に郵送で回答、若しくは政府統計

共同利用システムを利用して回答する。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ） 

   麦類、大豆、そば、なたね、てんさい及びさとうきびについては、毎年全国調査を行

う。野菜及び花きについては、令和７年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ

以外の年には主産県の調査を行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調

査」を参照）。 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査票の提出時期については、統計部長が定める時期とする。（注７） 

（注７）作物や地域によって収穫時期が異なるため、統計部長が、地域の実情を踏まえて調査票の提出期限を

定める。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４を参照。 

  なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農政局等の職員又は

統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注８）によって補完するほか、行政記録情報等

から得られる情報を活用する。 

（注８）「巡回・見積り」とは、現地に赴き、目的とする作物の作付状況の目視による確認などを内容とする。

「情報収集」とは、当該地域の農林業経営体への聞き取りや、地方公共団体が有する行政記録情報等の

閲覧などを内容とする。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

28



- 5 - 

 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 

（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 

 

10 使用する統計基準等 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地が小さ

いことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、農林業経営体及び関係団体等に対して、資料の提出を求

め、又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。 
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調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その３：陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹に係る調査）
（注１） 

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

     面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

     作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹については、このうち、作付面積調査及び収穫量調査を行う。 

 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 ■その他（注２）） 

   農林水産大臣が定める選定基準（別添２を参照）に合致する種類の作物ごとに農林水

産大臣が定める地域（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照） 

（注２）「その他」とは、作物ごとに別添１に記載する主産県を意味する。 

 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  ア 農業協同組合、荒茶工場、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（以下「関

係団体等」という。） 

  イ 農林業経営体（作付面積調査については、令和８年産から調査対象に含む。） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（作付面積調査、茶以

外の収穫量調査） 

全国調査実施年：約1,500、主産県調査実施年：約1,000（延べ）（全数） 

    調査対象名簿は、地方農政局等（注３）が地方公共団体や関係団体等から情報収集によ

り作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注３）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを

いう。 

  イ 荒茶工場（茶の収穫量調査に限る。） 

全国調査実施年：約1,300、主産県調査実施年：約600（母集団の大きさ 約3,900） 

    調査対象名簿は、地方農政局等が地方公共団体や関係団体等から収集した情報及び
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事業所母集団データベースにより作成した荒茶工場母集団一覧表 

ウ 農林業経営体（茶については作付面積調査に限る。） 

全国調査年：約35,000 

主産県調査年：約9,500（令和７年産に限っては、約17,000） 

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農林業経営体のうち、 

農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農協以外の集出荷団体へ」のみに回答が

あった農林業経営体を除いたもの約290,000） 

    調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスの結果から作成

した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正し

た標本経営体母集団名簿（作物別） 

 

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■有意抽出） 

  ア 荒茶工場を除く関係団体等については、全数調査により行う。 

  イ 荒茶工場については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査により、

標本階層は無作為抽出の方法により行う。標本となる荒茶工場の抽出方法については、

別添３の「４ 荒茶工場の抽出方法」を参照。 

  ウ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査によ

り、標本階層は原則として無作為抽出により行う。ただし、一部有意抽出により行う

場合がある。標本となる農林業経営体の抽出方法については、令和７年産については、

別添３の「３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産のみの取

扱い）」を、令和８年産以降については、別添３の「３－２ 農林業経営体の抽出方法

（令和７年産以降における取扱い）」を参照。 

 

（３）報告義務者 

  ア 関係団体等又は農林業経営体を代表する者  

  イ 関係団体等又は農林業経営体を代表する者が後記５に掲げる事項について報告する

ことができないときは、地方農政局等の職員が指定する関係団体等の役職員又は農林

業経営体の世帯員が、これに代わって報告しなければならない。 

    

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（令和７年産に係る調査については、別記様式第

２号、第３号、第５号、第８号、第９号、第20号から第23号まで、令和８年産以降に係

る調査については、別記様式第２号から第４号まで、第６号、第９号、第10号、第15号

から第17号まで、第19号、第20号、第25号）を参照） 

  ア 作付面積調査 

作物の種類別作付面積 
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  イ 収穫量調査 

作物の種類別収穫量（果樹にあっては出荷量を含む。） 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

農林業経営体用の調査票に設けている出荷先の割合については、調査結果の集計過

程において、関係団体等から得られた報告との間で集計が重複しないよう、農林業経

営体の報告を、関係団体等への出荷と関係団体等以外への出荷に按分するための項目

であるため、集計は行わない。 

農林業経営体用の調査票の本年及び来年以降の作付（栽培）に関する事項は、農林

業経営体が集計対象であるかを確認するための項目であるため、集計は行わない。 

作付面積、収穫量の増減要因等に関する事項は、前年からの変動要因を確認するた

めの項目であるため、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日（別添１の「２ 作付面積調

査」及び「４ 収穫量調査」を参照）現在によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統（令和７年産に係る調査についてはイにより行い、令和８年産以降に係る調

査についてはア及びイにより行う。） 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

 

    農林水産省－地方農政局等（注４）－報告者 

               （統計調査員） 

回収については、地方農政局等経由（郵送又はオンライン）でも可。 

イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

   〔調査票の配布〕：農林水産省－民間事業者－報告者 

〔調査票の回収〕：報告者－民間事業者－地方農政局等－農林水産省 

（注４）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法（令和７年産に係る調査についてはイにより行い、令和８年産以降に係る調

査についてはア及びイにより行う。） 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    ■電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

    職員又は統計調査員が報告者に調査票を配布する。 
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次に掲げるいずれかの方法により調査票の回収を行う。 

①  職員又は統計調査員が、訪問して報告者が記入した調査票を回収し、若しくは

報告者が郵送又はオンライン（政府統計共同利用システム若しくは電子メール）

により提出する方法 

②  職員又は統計調査員が、訪問して面接聞き取りにより調査票に記入する方法 

  イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） □調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

    農林水産省から業務を受託した民間事業者が、郵送により、報告者に調査票及びオ

ンライン回答用のID・PWを配布する。 

報告者は、郵送された調査票に記入し民間事業者に郵送で回答、若しくは政府統計

共同利用システムを利用して回答する。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ） 

   令和８年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ以外の年には主産県の調査を

行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）。 

   令和７年産の調査については、主産県の調査として行う。 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査票の提出時期については、統計部長が定める時期とする。（注５） 

（注５）作物や地域によって収穫時期が異なるため、統計部長が、地域の実情を踏まえて調査票の提出期限を

定める。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４を参照。 

  なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農政局等の職員又は

統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注６）によって補完するほか、行政記録情報等

から得られる情報を活用する。 

（注６）「巡回・見積り」とは、現地に赴き、目的とする作物の作付状況の目視による確認などを内容とする。

「情報収集」とは、当該地域の農林業経営体への聞き取りや、地方公共団体が有する行政記録情報等の

閲覧などを内容とする。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 
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（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 

 

10 使用する統計基準等 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地が小さ

いことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、農林業経営体及び関係団体等に対して、資料の提出を求

め、又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。 
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別添２ 

 

作付面積調査及び収穫量調査に係る作物の選定基準 

  

 農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれかに該当する種類の作物であることとする。 

 

１ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第17条第１項の規定により定められた食料・

農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）において生産量や作付面積等のKPIが設定さ

れた作物の種類（注）又は食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において生

産努力目標が定められた作物の種類であること。 

 

（注）野菜について生産量や作付面積等のKPIが設定された場合にあっては野菜のうち野菜生産

出荷安定法施行令（昭和41年政令第224号）第１条に規定する種類及び野菜生産出荷安定法

施行規則（昭和41年農林省令第36号）第８条に規定する種類に限り、果樹について生産量

や作付面積等のKPIが設定された場合にあっては果樹のうち果樹農業振興特別措置法施行

令（昭和36年政令第145号）第２条に規定する種類に限る。 

 

２ 調査の結果が得られた直近の２年間連続して耕種部門全体の農業産出額に占める産出額の割

合が１パーセント以上である作物（１に規定する作物を除く。）の種類（花きが該当する場合

にあっては、花き全体の産出額に占める産出額の割合が１パーセント以上である種類に限る。） 
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別添３ 

標本の抽出方法 

 

１ 標本単位区の抽出方法 

  標本単位区の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1) 単位区の編成 

    地方農政局等の長（地方農政局長、北海道農政事務所長及び内閣府沖縄総合事務局農

林水産センター長。以下別添３において同じ。）は、空中写真（衛星画像等）に基づき

全国の全ての土地を隙間なく区分した 200m 四方（北海道にあっては 400m 四方）の格子

状の区画のうち、地方農政局等の管轄区域内の区画を、耕地が存在する区画（以下「単

位区」という。）と耕地が存在しない区画に区分し、単位区を編成する。 

   

 (2) 単位区の階層分け 

   地方農政局等の長は、(1)の単位区を、その耕地の地目により分類し、同一の分類に属

するものをもって地目階層を編成し、次いで、ほ場整備の状況等により分類し、同一の

分類に属するものをもって性格階層を編成し、性格階層別単位区リストを作成する。 

 

 (3) 標本の大きさの算出 

   農林水産省大臣官房統計部長（以下「統計部長」という。）は、都道府県別に耕地の

田畑別面積についての調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必要な標本の大きさ

を算出し、地方農政局長（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内

閣府沖縄総合事務局長。以下別添３において同じ。）に通知する。 

   内閣府沖縄総合事務局長にあっては、通知された標本の大きさを農林水産センター別

の耕地の田畑別面積についての調査結果が十分な精度を保持するよう、必要な標本の大

きさを農林水産センター別に算出し、農林水産センターの長に通知する。 

 

 (4) 標本の配分 

   地方農政局等の長は、(3)により通知された標本の大きさを、都道府県別（沖縄県にあ

っては、農林水産センターの管轄区域別）の地目階層別に、総単位区数に耕地の田畑別

面積の母標準偏差を乗じた積に比例して配分し、次いで、地目階層別の標本の大きさを、

性格階層別に当該性格階層の総単位区数に比例して配分する。 

 

 (5) 標本の抽出 
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   地方農政局等の長は、(4)により配分した性格階層別の標本を、(2)により作成した性

格階層別単位区リストから系統抽出法により抽出する。 

 

２ 作況標本筆の抽出方法 

  作況標本筆の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1) 単位区の階層分け 

   地方農政局等の長は、単位区のうち水稲の栽培の用に供される単位区を、水稲の生産

力等により分類し、同一の分類に属するものをもって階層を編成する。 

 

 (2) 標本の大きさの算出 

   統計部長は、都道府県別に水稲の 10a 当たり収量についての調査結果が一定の目標精

度を保持するよう、必要な標本の大きさを算出し、地方農政局長に通知する。 

 

 (3) 標本の配分 

   地方農政局長は、通知された標本の大きさを、階層別に水稲の作付面積に 10a 当たり

収量の母標準偏差を乗じた積に比例して配分する。 

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により階層別に配分した数の標本を当該階層から田の耕地面積

に比例して抽出し、次いで、当該標本内にある水稲の作付けされた筆から無作為に作況

標本筆を１筆抽出する。 

 

３－１ 農林業経営体の抽出方法（一部の作物に係る令和７年産のみの取扱い） 

  令和７年産に係る陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る収穫量調査における農林業

経営体の抽出方法は、次のとおりとする。 

  なお、直近の全国調査年において収穫量に占める関係団体等の取扱数量の割合が８割以

上である都道府県においては、10a 当たり収量が関係団体等への調査によって概ね把握で

きることから農林業経営体への調査は実施しない。 

  また、直近の全国調査年において当該作物（品目）の作付面積、栽培面積若しくは収穫

面積が５ha 未満（飼料作物は 50ha 未満）又は母集団の大きさが 30 戸未満（果樹は 40 戸

未満）の都道府県においては、必要な標本の大きさが得られないことから実施しない（陸

稲及び野菜については、品目の母集団の大きさが 30 戸未満であっても、当該作物の作付面

積が５ha以上の場合はこの限りではない。）。 
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 (1) 母集団名簿の作成 

   統計部長は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスにおける農林業経営体

調査結果から、作物ごとに調査対象作物を作付けし、及び関係団体等以外に出荷した農

林業経営体を抽出し、母集団名簿を作成する。 

ただし、飼料作物については、農林業センサスの飼料作物の作付けに関する調査項目

がないため、牛を飼っている、かつ田・畑（牧草地）耕地がある農林業経営体及び農作

業の受託料金収入で飼料用作物作がある農林業経営体とする。 

 

 (2) 標本の大きさの算出 

   統計部長は、(1)で作成した母集団名簿を用い、作物別に 10ａ当たり収量についての

調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必要な標本の大きさを算出する。 

注１：都道府県別の標本の大きさについては、抽出率 30％を上限とし、300 を超える場

合は 300（果樹は 250 を超える場合は 250）、20 を下回る場合は抽出率に関わらず

20（果樹は 40 を下回る場合は抽出率に関わらず 40）とする。 

２：野菜は、直近の農林業センサスにおける品目別農林業経営体の母集団の大きさに

応じて配分している。 

 

 (3) 標本の配分 

   統計部長は、都道府県別に、必要に応じて、作物別の母集団の分布状況に応じた作付

形態別階層区分を設け、形態別ウエイトにより標本の配分を行い、地方農政局長に通知

する。 

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により通知された標本を、階層別に系統抽出法又は調査対象作物

の作付面積に基づく確率比例抽出により農林業経営体を抽出する。 

   なお、標本の大きさの２分の１を継続標本とするが、母集団の大きさによりこの限り

ではない。 

 

３－２ 農林業経営体の抽出方法（令和７年産以降における取扱い） 

  麦類、大豆、そば、なたね、野菜及び花きに係る作付面積調査並びに収穫量調査におけ

る農林業経営体の抽出方法については、令和７年産に係る調査から、次のとおりとする。 

  陸稲、かんしょ、飼料作物及び果樹に係る作付面積調査及び収穫量調査における農林業

経営体の抽出方法についても、令和８年産に係る調査から、この方法による。 
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 (1) 母集団名簿の作成 

   統計部長は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスにおける農林業経営体

調査結果から、調査対象作物を作付けし、かつ、関係団体等以外に出荷した農林業経営

体を抽出し、都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に配列して、母集団名簿を作

成する。 

   ただし、飼料作物については、農林業センサスの飼料作物の作付けに関する調査項目

がないため、牛を飼っている、かつ田・畑（牧草地）耕地がある農林業経営体及び農作

業の受託料金収入で飼料用作物作がある農林業経営体とする。 

   なお、次年度以降は、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正

を行う。 

 

（2） 階層の設定 

   (1)で作成した母集団について次のとおり階層分けを行う。 

    大規模階層：都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きい

ものから順に、おおむね 10 経営体（調査全体として、約 16,000 経営体を想

定）。ただし、野菜、花きについては、同一の農林業経営体が複数の作物を

作付けている場合があり、同一の農林業経営体に複数の作物について回答を

求める場合がある（中規模階層及び小規模階層も同様）。 

  中規模階層：都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体の作付面積を

累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね８割（注）を

占めるまでの範囲の農林業経営体（大規模階層に該当するものを除く。） 

 

      （注）「おおむね８割」とは、①直近の関係団体等に対する作付面積調査から

得られた作付面積、②母集団情報から得られる大規模階層及び中規模階層

の経営体の作付面積を合わせたもので判断する。 

 

  小規模階層：大規模階層及び中規模階層以外の経営体 

 

 (3) 標本の大きさの算出 

   (2)で作成した階層別の母集団名簿を用い、次のとおり報告者数を算出する。 

大規模階層：母集団の全数とする。 

中規模階層：母集団の約５分の１の数とする。 

小規模階層： 作物別に面積及び収穫量の調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必
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要な標本の大きさを算出する（令和７年産以降、当分の間は、収穫量調査の

10a 当たり収量の標準誤差をもとに算出する。）。 

 

 (4) 標本の抽出 

   (3)により算出された標本の大きさに相当する農林業経営体を、階層別に系統抽出法

又は調査対象作物の作付面積に基づく確率比例抽出により抽出する。 

   なお、野菜工場等、推計結果に大きな影響を与え得る農林業経営体の情報を事前に把

握している場合は、中規模階層又は小規模階層の農林業経営体であっても、有意に選定

する。 

   また、毎年全国調査を行う作物にあっては、中規模階層及び小規模階層の農林業経営

体のうち、２分の１の農林業経営体を継続標本とする。毎年全国調査を行わない作物に

あっては、主産県の中規模階層の農林業経営体のうち、２分の１の農林業経営体を継続

標本とする一方で、主産県の小規模階層及び非主産県の農林業経営体については、全国

調査の都度（５年おきに）（注）、選定をし直す。ただし、母集団の大きさ及び階層別の分

散状況により、標本の変更を行わない場合がある。 

  （注）主産県の小規模階層と非主産県の農林業経営体については、全国調査のときのみ

調査を行う。 

    

４ 荒茶工場の抽出方法  

収穫量調査のうち、茶調査に係る標本荒茶工場の配分及び抽出方法は次のとおりとする。 

 

 (1) 荒茶工場母集団の整備・補正 

地方農政局等の長は、「荒茶工場母集団一覧表」を６年周期で作成し、これを基に中

間年については、市町村、普及指導センター、茶に係る関係団体等からの情報収集によ

り、荒茶工場の休業・廃止又は新設があった場合には削除又は追加をし、また、茶栽培

面積、生葉の移出入等大きな変化があった場合には当該荒茶工場について母集団一覧表

を整備・補正する。 

 

(2) 母集団の階層分け及び標本の配分 

統計部長は、母集団一覧表に基づき、都道府県別に次の方法により標本の大きさを算

出し、地方農政局長に通知する。 

ア 階層の設定 

母集団一覧表の荒茶工場別の年間計荒茶生産量を指標とし、都道府県別の荒茶工場

を全数調査階層と標本調査階層に区分する。 
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イ 標本の大きさの算出 

都道府県別の標本の大きさは、全数調査階層の荒茶工場数と標本調査階層の荒茶工

場数を足したものとし、標本調査階層については一定の精度が確保できるよう標本の

大きさを算出する。この場合、全数調査階層は荒茶生産量規模別の分布状況に応じて

別途統計部長が定める一定生産量以上を有する工場の階層とし、残りを標本調査階層

とする。 

また、標本調査階層にあっては、階層内分散が小さく、階層間分散が大きくなるよ

うに最大で３程度の階層に区分する。 

ウ 標本調査階層内の標本配分 

階層ごとの荒茶工場の年間計荒茶生産量（母集団リスト値）の標準偏差を基に、標

本調査階層を区分した各階層の標本の大きさを配分する。 

 

  (3) 標本の抽出 

    地方農政局長は、(2)により通知された標本の大きさに相当する荒茶工場を、階層別

に系統抽出法により抽出する。 
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（令和７年産の調査で用いる調査票）
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・

記入上の注意
〇 余マスとは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入れ目、入り目などとも言われます。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

【 ３ 】作付面積の増減要因等について

【 ２ 】 余マス率について
 平均的な余マス率を記入してください。

作物名 余マス率

前年産 ％

本年産

低温
日照
不足

多雨 少雨 台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

主な増減要因（転換作物等）について記入してください。

【 ４ 】収穫量の増減要因等について

主な増減地域と増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

作物名

作柄の良否

多 高温

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

良 並 悪 少 並

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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はだか麦

％

・・

二条大麦 六条大麦

％ ％

・

【 ２ 】余マス率について
 平均的な余マス率を記入してください。

記入上の注意
〇 余マスとは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入れ目、入り目などとも言われます。
例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

小麦

％

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

はだか麦

六条大麦

小麦

二条大麦

・

並 多 高温 低温

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

日照
不足

多雨

【 ４ 】収穫量の増減要因等について

作物ごとに主な増減地域と増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

作物ごとの主な増減要因（転換作物等）について記入してください。

余マス率
前年産

【 ３ 】作付面積の増減要因等について

本年産

鳥獣
害

その
他

作物名
良 並 悪 少 少雨 病害 虫害台風

作物ごとに被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入して
ください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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その他かんきつ類
前年産 ha

早生温州
前年産 ha ｔ

うち
極早生みかん

前年産 ha ｔ

うち
ハウスみかん

本年産 .

品目 出荷量 うち加工向け

みかん計
前年産

.

栽培面積

ha ha ｔ ｔ

結果樹面積

本年産

.本年産

.
前年産 ha ｔ

本年産 .

本年産 .

普通温州
前年産 ha ｔ

本年産 .

品目 入れ目率 減耗量等

みかん計
前年産 ％

t

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

t

本年産 .
％

高温 低温
日照
不足良 並 悪 少 並 多 病害 虫害 鳥獣害 その他多雨 少雨 台風

。

【 １ 】 貴団体で集荷している栽培面積、結果樹面積及び出荷量について （「みかん」、「その他かんきつ類」）

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

【 ４ 】 作柄及び被害の状況について （「みかん」のみ）

【 ２ 】 入れ目率・減耗量等について （「みかん」のみ）

〇 「入れ目」とは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入り目、余マスなどとも

言われます。平均的な入れ目率を記入してください。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

〇 「減耗量等」は、倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった

量を記入してください。

【 ３ 】 栽培面積及び結果樹面積の増減要因等について （「みかん」、「その他かんきつ類」）

主な増減要因（新植・廃園等）、増減地域及び増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の栽培団地等の状況（栽培面積、結果樹面積、栽培地域等） について記入してください。
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高温 低温
日照
不足

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

良 並 悪 少 並 多 病害 虫害 鳥獣害 その他多雨 少雨 台風

t

本年産 .
％ t

前年産 ％

t

本年産 .
％ t

前年産 ％

t

本年産 .
％

前年産 ％

t

品目 入れ目率 減耗量等

..

ｔ

本年産

前年産 ha ｔ

ｔ

本年産 .

前年産 ha ｔ

.

.

ｔ

本年産

結果樹面積
（パインアップルは収穫面積）

.

前年産 ha ｔ

品目 栽培面積 出荷量 うち加工向け
（りんご、パインアップルのみ）

【 １ 】 栽培面積、結果樹面積及び出荷量について

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

【 ４ 】 作柄及び被害の状況について

【 ２ 】 入れ目率・減耗量等について

〇 「入れ目」とは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入り目、余マスなどとも

言われます。平均的な入れ目率を記入してください。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

〇 「減耗量等」は、倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった

量を記入してください。

【 ３ 】 栽培面積及び結果樹面積の増減要因等について

主な増減要因（新植・廃園等）、増減地域及び増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の栽培団地等の状況（栽培面積、結果樹面積、栽培地域等） について記入してください。
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【 ４ 】 作柄及び被害の状況について

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

主な増減地域と増減面積について記入してください。

作付面積の主な増減要因について記入してください。

【 ３ 】 作付面積の増減要因等について

 前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の

点線をなぞってください。

多 高温 低温
日照
不足

多雨

被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

良 並 悪 少 少雨 台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

並

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

春植えばれいしょ

作物名

作柄の良否

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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記入上の注意
○ その品目の指定産地が存在する市町村について、指定産地の内外にかかわらず記入してください。
○ 「作付面積」は、は種又は植付けし、発芽又は定着した作物の利用面積を記入してください。単位は
「ha」と
     し、小数点第一位（10a単位）まで記入してください。0.05ha未満の場合は「0.0」と記入してください。
○ 「作付面積」及び「出荷量」には、種子用や飼料用は含めません。
○ トマトには、ミニトマトを含めてください。

前年

本年
・

本年

前年

本年
・

前年

本年
・

前年

本年
・

区分
コード コード コード

前年

本年

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

・

前年

・

前年

・

前年

本年

・

前年

本年

【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量
市町村名品目名 指定産地名

本年
・

ha ｔ
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・

・

・

本年

次のページに進んでください。

本年

本年

本年

前年

前年

・

・

本年

前年

・

・

前年

本年

・

・

前年

・

本年

前年

本年

前年

本年

前年

本年

前年

本年

前年

・

本年

前年

・

前年

・

前年

・

本年

・

前年

本年

【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について（続き）

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量
品目名 指定産地名 市町村名

区分
コード コード コード

本年

前年

ha ｔ

71



本年
・

前年

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量
品目名 指定産地名 市町村名

区分
コード コード コード

本年

前年

本年

前年

本年
・

前年

本年
・

前年

本年
・

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

・

前年

【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について（続き）

ha ｔ

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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【 １ 】 貴団体で集荷している作付（収穫）面積及び出荷量について（続き）

品目名
本年（1月～12月）

千本

千球

鉢もの類

千鉢

花壇用苗もの類

【２】 作付(収穫)面積の増減理由、生育及び被害の発生状況等について

千本 千本

千本

前年（１～12月）

品目コード 作付（収穫）面積 出荷量
作付(収穫)

面積
出荷量

＜切り花類続き＞

千球

千鉢

生育、作柄、被害の発生状況等について記入してください。

作付(収穫)面積の主な増減理由について記入してください。

球根類

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家用等の量について

本年産の作付面積、出荷量及び自家用等の量について記入してください。

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

主な
被害の
要因(町)(反)(畝)

ha a t kg t
少 並 多

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

kg

品目コード 加工業者
外食産業
等の業者

直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

記入上の注意
○ 「作付面積」は、被害等で収穫できなかった面積（収穫量のなかった面積）も含めてください。

また、１年間のうち、同じほ場に複数回作付けした場合（収穫後、同じ作物を新たに植えた場合）は、その延べ面積としてください。
○ 「収穫量」は、「箱」、「袋」、「ｔ」等で把握されている場合は、「kg」に換算して記入してください。
（例：10㎏箱で150箱出荷した場合→1,500㎏と記入）

○ 「出荷量」は、農協や市場へ出荷したものや、消費者に直接販売したものなど、販売した全ての量を含めてください。
また、販売する予定で保管されている量も「出荷量」に含めてください。

○ 「自家用、無償の贈与、種子用等の量」は、ご家庭で消費したもの、無償で他の方にあげたもの、翌年産の種子用にするもの、収穫後に
販売する意図で出荷するまでに一度倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった量などを指します。

○ １ａ、１kgに満たない場合は四捨五入して整数単位で記入してください。
（例：0.4ａ、0.4kg以下→「０」、0.5ａ、0.5kg以上→「１」と記入）

○ 「出荷先の割合」は、記入した「出荷量」について該当する出荷先に出荷した割合を％で記入してください。
「直売所・消費者へ直接販売」は、農協の直売所、庭先販売、宅配便、インターネット販売などをいいます。
「その他」は、仲買業者、スーパーなどを含みます。

○ 「主な被害の要因」は被害があった場合に記入してください。
（例：「高温」、「低温」、「日照不足」、「多雨」、「少雨」、「台風」、「病害」、「虫害」、「鳥獣害」、「その他」）

本年、作付けを行った方のみ記入してください。

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）
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ha a t kg t kg

主な
被害の
要因

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

少 並 多(町)(反)(畝)

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

次のページに進んでください。

品目コード 加工業者
外食産業
等の業者

直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他

【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家消費等の量について （続き）

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

83



【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家消費等の量について （続き）

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

主な
被害の
要因少 並 多

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

kg

加工業者
外食産業
等の業者(町)(反)(畝)

ha a t kg t

品目コード 直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）
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品目コード
品目名

出荷量
作付（収穫）

面積
（借入地を含む。）

主な被害の
要因

被害の多少

歩(坪) ㎡記入する作付（収穫）面積の単位の点線をなぞって選択してください。

その他 少 並 多

ａ(畝)

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について

本年産の作付（収穫）面積及び出荷量について該当する品目ごとに記入してください。

千本

本年（１月～12月）

市場

出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

切り花類

記入上の注意
○ 本年の１月から12月までに出荷したものについて、記入してください。
○ 「作付（収穫）面積」は、被害等で出荷できなかった面積も含めてください。

 また、１年間のうち、同じほ場に２回以上作付けした場合や２段以上のベッド（棚）で栽培した場合、その延べ面積としてください。
○ 「出荷量」は、共同出荷、農協や市場へ出荷したものや、消費者に直接販売したものなど、販売した全ての量を含めてください。
○ １ａ（歩、㎡）、1,000本（鉢、球）に満たない場合は四捨五入して整数単位で記入してください。

（例：0.4ａ、400本→「０」、0.5ａ、500本→「１」）
○ 「出荷先の割合」は、記入した「出荷量」について該当する出荷先に出荷した割合を％で記入してください。

 「直売所・消費者へ直接販売」は、農協の直売所、庭先販売、宅配便、インターネット販売などをいいます。
 「その他」は、仲買業者、スーパー、外食産業などを含みます。

〇 「主な被害の要因」は被害があった場合に記入してください。
（例：「高温」、「低温」、「日照不足」、「多雨」、「少雨」、「台風」、「病害」、「虫害」、「鳥獣害」、「その他」）

農協以外
の集出荷

団体
農協加工業者

直売所・
消費者へ
直接販売

本年、作付けを行った方のみ記入してください。

％ ％ ％ ％ ％ ％
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品目名
品目コード

作付（収穫）
面積

（借入地を含む。）

次のページに進んでください。

その他 少 並 多

主な被害の
要因

被害の多少

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について （続き）

出荷量

出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

千本

加工業者
直売所・
消費者へ
直接販売

市場

本年（１月～12月）

＜切り花類の続き＞

農協以外
の集出荷

団体
農協

％ ％ ％ ％ ％ ％
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千本

鉢もの類

花壇用苗もの類

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について （続き）

品目名
品目コード

球根類

作付（収穫）
面積

（借入地を含む。）

加工業者
直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他 多

本年（１月～12月） 出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

出荷量

千鉢

千球

被害の多少

主な被害の
要因少 並

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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4

多雨 少雨 台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

牧草

ソルゴー

青刈りとうもろこし

【 ６ 】 作柄及び被害の状況について
   前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

作物名
作柄の良否 被害の多少

ーー

主な被害の要因（複数回答可）

良 並 悪 少 並 多 高温 低温
日照
不足

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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- 1 - 

 

調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その１：耕地面積調査、水稲に係る調査）
（注１） 

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

     面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

     作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

水稲については、このうち、予想収穫量調査及び収穫量調査を行う。水稲の作付面積については、注

７を参照。 

 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 ■その他） 

  ア 耕地面積調査 

農作物の栽培を目的とする土地及び農作物の栽培を目的としていた土地 

  イ 予想収穫量調査、収穫量調査 

    水稲の栽培の用に供される土地 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出（□全数階層あり） □有意抽出） 

（３）報告義務者 

耕地面積調査、水稲に係る予想収穫量調査及び収穫量調査については、報告者（耕地

の所有者又は耕作者）から回答を求める方法に代えて、地方農政局等（注２）の職員又は統

計調査員による実測、巡回・見積り及び情報収集（以下「実測調査」という。）により行

う。 

耕地面積調査を行う標本単位区（全国の区域を区分して設けた耕地が存在する区域（単

位区）から抽出した区域：約29,000単位区）並びに水稲に係る予想収穫量調査及び収穫

量調査を行う作況標本筆（水稲の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定

めるところにより抽出した区域：約8,000筆）の抽出方法については、別添３の「１ 標

本単位区の抽出方法」及び「２ 作況標本筆の抽出方法」を参照。 

（注２）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを

いう。 

８年産以降の計画 
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（注３） 

  ア 耕地面積調査（詳細は、調査票（別記様式第１号）を参照） 

耕地の田畑別面積、耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 

イ 予想収穫量調査（詳細は、調査票（別記様式第24号）を参照） 

水稲の時期別の予想収穫量 

ウ 収穫量調査（詳細は、調査票（別記様式第24号）を参照） 

水稲の収穫量 

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

 （注３）いずれの調査についても実測調査として様々な情報を収集して行うことから、報告を求める事項は、

取りまとめる事項として記載している。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日現在によって行う（別添１の

「１ 耕地面積調査」、「３ 予想収穫量調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

   農林水産省－地方農政局等（注４）－統計調査員 

（注４）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法 

□郵送調査 □オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

地方農政局等の職員又は統計調査員による実測調査 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 ■その他（予

想収穫量調査は年２回） 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

ア 耕地面積調査（注５） 

７月上旬～７月下旬 
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イ 予想収穫量調査（注６） 

（９月 25日現在調査）９月中旬～９月下旬 

（10月 25日現在調査）10月中旬～10 月下旬 

ウ 収穫量調査 

水稲の収穫期 

（注５）７月中に調査を行うことを原則としつつ、地方農政局等の職員又は統計調査員が現地に赴いて実測調

査として行う性格上、梅雨や高温などの天候状況を考慮し、必要に応じて６月から実測調査を行う場合

がある。これにより、調査の基準となる７月15日までに実測調査を終えた地域にあっては、状況に大き

な変動が見られなければ、当該調査結果を７月15日時点の結果として扱う。 

（注６）水稲の生育状況に合わせて適期に調査を実施する必要があり、実測調査の適期が調査の実施期間前で

ある場合は、当該期間以前に調査を行う場合がある。また、実測調査により得られた情報は、順次蓄積

し、予想収穫量調査（9月25日現在、10月25日現在）及び、収穫量調査の集計の際に継続して使用する。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４（注７及び８）を参照。 

（注７）水稲に係る作付面積については、実測調査を行わず、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要

領」（平成26年４月１日付け25生産第3578号）に基づき、農林水産省が各都道府県・各地域別に公表する

作付状況のデータを活用し、補完の上、取りまとめ、公表する。 

（注８）水稲に係る７月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の

早期栽培並びに沖縄県の第一期稲に限る。）及び８月15日現在の10ａ当たり収量の前年比見込み（徳島

県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の早期栽培並びに沖縄県の第一期稲を除く。）については、実測調査を

行わず、気象データ及び人工衛星データを利用した予測により推計し、公表する。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 

（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 

 

10 使用する統計基準等 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら耕地・農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地

が小さいことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 
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12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、耕地の所有者又は耕作者に対して、資料の提出を求め、

又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問す

ることができる。 
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調査計画（変更後） 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その２：麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び花きに係る調査）
（注１）

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

麦類、大豆、そば、なたね、てんさい、さとうきび、野菜及び花きについては、このうち、作付面積

調査及び収穫量調査を行う。 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 ■その他（注２））

農林水産大臣が定める選定基準（別添２を参照）に合致する種類の作物ごとに農林水

産大臣が定める地域（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）
（注３）

（注２）「その他」とは、作物ごとに別添１に記載する主産県を意味する。 

（注３）さとうきびについては、鹿児島県及び沖縄県の範囲を対象としているが、鹿児島県のうち、屋久島を

除く島しょ部については、鹿児島県が公表する資料を活用することから、調査を行わない。 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

ア 農業協同組合、日本ビート糖業協会、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、集出荷業

者、野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）第10条第1項に規定する登録生産者

（以下「登録生産者」という。）、その他の関係団体（以下「関係団体等」という。） 

イ 農林業経営体

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数

ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、登録生産者（野菜に限る。）、その他の関

係団体（麦類、大豆、そば、なたね、野菜及び花き） 

全国調査実施年：約4,000、主産県調査実施年：約3,900（延べ）（全数） 

調査対象名簿は、地方農政局等（注４）が地方公共団体や関係団体等から情報収集によ

り作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注４）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを
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いう。 

イ 日本ビート糖業協会（てんさい）：１（全数） 

ウ 製糖会社・製糖工場等（注５）（さとうきび）：約30（全数） 

    調査対象名簿は、地方農政局等が地方公共団体や関係団体等から情報収集により作

成したさとうきび調査対象一覧表 

（注５） 農業協同組合が製糖工場を運営している場合には、当該農業協同組合に対して報告を求める。 

  エ 農林業経営体（てんさい及びさとうきびの調査を除く。） 

全国調査年：約55,000 

主産県調査年：約32,000 

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農林業経営体のうち、

農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農協以外の集出荷団体へ」のみに回答があ

った農林業経営体を除いたもの約290,000） 

    調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスの結果から作成

した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正し

た標本経営体母集団名簿（作物別） 

  

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■有意抽出） 

  ア 関係団体等については、全数調査により行う。 

  イ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査によ

り、標本階層は原則として無作為抽出により行う。ただし、一部有意抽出により行う

場合がある。標本となる農林業経営体の抽出方法については、別添３の「３ 農林業

経営体の抽出方法」を参照。 

 

（３）報告義務者 

  ア 関係団体等又は農林業経営体を代表する者  

  イ 関係団体等又は農林業経営体を代表する者が後記５に掲げる事項について報告する

ことができないときは、地方農政局等の職員が指定する関係団体等の役職員又は農林

業経営体の世帯員が、これに代わって報告しなければならない。 

    

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（別記様式第４号から第８号まで、第11号から第

14号まで、第16号、第18号、第21号から第23号まで）を参照） 

  ア 作付面積調査 

作物の種類別作付面積 
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  イ 収穫量調査 

作物の種類別収穫量（野菜にあっては出荷量を含む。花きにあっては出荷量に限る。） 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

農林業経営体用の調査票に設けている出荷先の割合については、調査結果の集計過

程において、関係団体等から得られた報告との間で集計が重複しないよう、農林業経

営体の報告を、関係団体等への出荷と関係団体等以外への出荷に按分するための項目

であるため、集計は行わない。 

農林業経営体用の調査票の本年及び来年以降の作付（栽培）に関する事項は、農林

業経営体が集計対象であるかを確認するための項目であるため、集計は行わない。 

作付面積、収穫量の増減要因等に関する事項は、前年からの変動要因を確認するた

めの項目であるため、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日（別添１の「２ 作付面積調

査」及び「４ 収穫量調査」を参照）現在によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

    農林水産省－地方農政局等（注６）－報告者 

              （統計調査員） 

回収については、地方農政局等経由（郵送又はオンライン）でも可。 

イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

   〔調査票の配布〕：農林水産省－民間事業者－報告者 

〔調査票の回収〕：報告者－民間事業者－地方農政局等－農林水産省 

（注６）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    ■電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

    職員又は統計調査員が報告者に調査票を配布する。 

次に掲げるいずれかの方法により調査票の回収を行う。 

①  職員又は統計調査員が、訪問して報告者が記入した調査票を回収し、若しくは

報告者が郵送又はオンライン（政府統計共同利用システム若しくは電子メール）
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により提出する方法 

②  職員又は統計調査員が、訪問して面接聞き取りにより調査票に記入する方法 

  イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） □調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

    農林水産省から業務を受託した民間事業者が、郵送により、報告者に調査票及びオ

ンライン回答用のID・PWを配布する。 

報告者は、郵送された調査票に記入し民間事業者に郵送で回答、若しくは政府統計

共同利用システムを利用して回答する。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ） 

   麦類、大豆、そば、なたね、てんさい及びさとうきびについては、毎年全国調査を行

う。野菜及び花きについては、令和７年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ

以外の年には主産県の調査を行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調

査」を参照）。 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査票の提出時期については、統計部長が定める時期とする。（注７） 

（注７）作物や地域によって収穫時期が異なるため、統計部長が、地域の実情を踏まえて調査票の提出期限を

定める。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４を参照。 

  なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農政局等の職員又は

統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注８）によって補完するほか、行政記録情報等

から得られる情報を活用する。 

（注８）「巡回・見積り」とは、現地に赴き、目的とする作物の作付状況の目視による確認などを内容とする。

「情報収集」とは、当該地域の農林業経営体への聞き取りや、地方公共団体が有する行政記録情報等の

閲覧などを内容とする。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 

（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 
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10 使用する統計基準等 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地が小さ

いことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、農林業経営体及び関係団体等に対して、資料の提出を求

め、又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。 
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調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

  作物統計調査 

（その３：陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹に係る調査）
（注１） 

（注１）本調査は、面積調査及び作況調査の２種類とする。 

     面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。 

     作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。 

陸稲、かんしょ、飼料作物、茶及び果樹については、このうち、作付面積調査及び収穫量調査を行う。 

 

２ 調査の目的 

  本調査は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）に基づき、作物統計（法

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することにより耕地及び作物の生産に関

する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 ■その他（注２）） 

   農林水産大臣が定める選定基準（別添２を参照）に合致する種類の作物ごとに農林水

産大臣が定める地域（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照） 

（注２）「その他」とは、作物ごとに別添１に記載する主産県を意味する。 

 

（２）属性的範囲（■個人 ■世帯 ■事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  ア 農業協同組合、荒茶工場、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（以下「関

係団体等」という。） 

  イ 農林業経営体（作付面積調査については、令和８年産から調査対象に含む。） 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

  ア 農業協同組合、集出荷団体、集出荷業者、その他の関係団体（作付面積調査、茶以

外の収穫量調査） 

全国調査実施年：約1,500、主産県調査実施年：約1,000（延べ）（全数） 

    調査対象名簿は、地方農政局等（注３）が地方公共団体や関係団体等から情報収集によ

り作成した関係団体等名簿（作物別） 

（注３）「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産センターを

いう。 

  イ 荒茶工場（茶の収穫量調査に限る。） 

全国調査実施年：約1,300、主産県調査実施年：約600（母集団の大きさ 約3,900） 

    調査対象名簿は、荒茶工場への郵送・オンラインによる照会結果及び事業所母集団
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データベースにより作成した荒茶工場母集団一覧表 

ウ 農林業経営体（茶については作付面積調査に限る。） 

全国調査年：約35,000 

主産県調査年：約9,500 

（母集団の大きさは、直近の農林業センサスにおいて把握した農林業経営体のうち、 

農産物の出荷先について、「農協へ」及び「農協以外の集出荷団体へ」のみに回答が

あった農林業経営体を除いたもの約290,000） 

    調査対象名簿は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスの結果から作成

した名簿について、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正し

た標本経営体母集団名簿（作物別） 

 

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） ■有意抽出） 

  ア 荒茶工場を除く関係団体等については、全数調査により行う。 

  イ 荒茶工場については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査により、

標本階層は無作為抽出の方法により行う。標本となる荒茶工場の抽出方法については、

別添３の「４ 荒茶工場の抽出方法」を参照。 

  ウ 農林業経営体については、全数階層と標本階層に区分し、全数階層は全数調査によ

り、標本階層は原則として無作為抽出により行う。ただし、一部有意抽出により行う

場合がある。標本となる農林業経営体の抽出方法については、別添３の「３ 農林業

経営体の抽出方法」を参照。 

 

（３）報告義務者 

  ア 関係団体等又は農林業経営体を代表する者  

  イ 関係団体等又は農林業経営体を代表する者が後記５に掲げる事項について報告する

ことができないときは、地方農政局等の職員が指定する関係団体等の役職員又は農林

業経営体の世帯員が、これに代わって報告しなければならない。 

    

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、調査票（別記様式第２号から第４号まで、第６号、第９

号、第10号、第15号から第17号まで、第19号、第20号、第25号）を参照） 

  ア 作付面積調査 

作物の種類別作付面積 

  イ 収穫量調査 

作物の種類別収穫量（果樹にあっては出荷量を含む。） 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 
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農林業経営体用の調査票に設けている出荷先の割合については、調査結果の集計過

程において、関係団体等から得られた報告との間で集計が重複しないよう、農林業経

営体の報告を、関係団体等への出荷と関係団体等以外への出荷に按分するための項目

であるため、集計は行わない。 

農林業経営体用の調査票の本年及び来年以降の作付（栽培）に関する事項は、農林

業経営体が集計対象であるかを確認するための項目であるため、集計は行わない。 

作付面積、収穫量の増減要因等に関する事項は、前年からの変動要因を確認するた

めの項目であるため、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

調査ごと及び作物ごとに農林水産大臣が定める調査期日（別添１の「２ 作付面積調

査」及び「４ 収穫量調査」を参照）現在によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

 

    農林水産省－地方農政局等（注４）－報告者 

               （統計調査員） 

回収については、地方農政局等経由（郵送又はオンライン）でも可。 

イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

   〔調査票の配布〕：農林水産省－民間事業者－報告者 

〔調査票の回収〕：報告者－民間事業者－地方農政局等－農林水産省 

（注４）地方農政局等のうち、内閣府沖縄総合事務局農林水産センターは、内閣府沖縄総合事務局を経由して

農林水産省との間における事務を行う。 

 

（２）調査方法 

ア 全数階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    ■電子メール） ■調査員調査 ■その他（職員調査） 

  〔調査方法の概要〕 

    職員又は統計調査員が報告者に調査票を配布する。 

次に掲げるいずれかの方法により調査票の回収を行う。 

①  職員又は統計調査員が、訪問して報告者が記入した調査票を回収し、若しくは

報告者が郵送又はオンライン（政府統計共同利用システム若しくは電子メール）

により提出する方法 

②  職員又は統計調査員が、訪問して面接聞き取りにより調査票に記入する方法 
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  イ 関係団体等及び標本階層の農林業経営体に対する調査 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム 

    □電子メール） □調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

    農林水産省から業務を受託した民間事業者が、郵送により、報告者に調査票及びオ

ンライン回答用のID・PWを配布する。 

報告者は、郵送された調査票に記入し民間事業者に郵送で回答、若しくは政府統計

共同利用システムを利用して回答する。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ） 

   令和８年産の調査から５年ごとに全国調査を行い、それ以外の年には主産県の調査を

行う（別添１の「２ 作付面積調査」及び「４ 収穫量調査」を参照）。 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   調査票の提出時期については、統計部長が定める時期とする。（注５） 

（注５）作物や地域によって収穫時期が異なるため、統計部長が、地域の実情を踏まえて調査票の提出期限を

定める。 

 

８ 集計事項 

    前記５（１）に掲げる事項について、都道府県別等に集計する。 

  詳細については、別添４を参照。 

  なお、集計に当たっては、前記６により得られた結果について地方農政局等の職員又は

統計調査員による巡回・見積り及び情報収集（注６）によって補完するほか、行政記録情報等

から得られる情報を活用する。 

（注６）「巡回・見積り」とは、現地に赴き、目的とする作物の作付状況の目視による確認などを内容とする。

「情報収集」とは、当該地域の農林業経営体への聞き取りや、地方公共団体が有する行政記録情報等の

閲覧などを内容とする。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧（ ）） 

 

 

（２）公表の期日 

   各調査結果の公表予定時期は、別添５を参照。 

 

10 使用する統計基準等 

115



- 5 - 

 

  □使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（ ） 

■使用しない 

   本調査は、専ら農産物に関する調査であり、日本標準産業分類を適用する余地が小さ

いことから使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調査票の原票 ５年 地方農政局等の長 

調査票の内容を収録した電磁的記録 永年 農林水産省大臣官房統計部長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、前記

５（１）に掲げる事項について、農林業経営体及び関係団体等に対して、資料の提出を求

め、又は必要な場所の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。 
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別添２ 

 

作付面積調査及び収穫量調査に係る作物の選定基準 

  

 農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれかに該当する種類の作物であることとする。 

 

１ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第17条第１項の規定により定められた食料・

農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）において生産量や作付面積等のKPIが設定さ

れた作物の種類（注）又は食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において生

産努力目標が定められた作物の種類であること。 

 

（注）野菜について生産量や作付面積等のKPIが設定された場合にあっては野菜のうち野菜生産

出荷安定法施行令（昭和41年政令第224号）第１条に規定する種類及び野菜生産出荷安定法

施行規則（昭和41年農林省令第36号）第８条に規定する種類に限り、果樹について生産量

や作付面積等のKPIが設定された場合にあっては果樹のうち果樹農業振興特別措置法施行

令（昭和36年政令第145号）第２条に規定する種類に限る。 

 

２ 調査の結果が得られた直近の２年間連続して耕種部門全体の農業産出額に占める産出額の割

合が１パーセント以上である作物（１に規定する作物を除く。）の種類（花きが該当する場合

にあっては、花き全体の産出額に占める産出額の割合が１パーセント以上である種類に限る。） 
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別添３ 

標本の抽出方法 

 

１ 標本単位区の抽出方法 

  標本単位区の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1) 単位区の編成 

    地方農政局等の長（地方農政局長、北海道農政事務所長及び内閣府沖縄総合事務局農

林水産センター長。以下別添３において同じ。）は、空中写真（衛星画像等）に基づき

全国の全ての土地を隙間なく区分した 200m 四方（北海道にあっては 400m 四方）の格子

状の区画のうち、地方農政局等の管轄区域内の区画を、耕地が存在する区画（以下「単

位区」という。）と耕地が存在しない区画に区分し、単位区を編成する。 

   

 (2) 単位区の階層分け 

   地方農政局等の長は、(1)の単位区を、その耕地の地目により分類し、同一の分類に属

するものをもって地目階層を編成し、次いで、ほ場整備の状況等により分類し、同一の

分類に属するものをもって性格階層を編成し、性格階層別単位区リストを作成する。 

 

 (3) 標本の大きさの算出 

   農林水産省大臣官房統計部長（以下「統計部長」という。）は、都道府県別に耕地の

田畑別面積についての調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必要な標本の大きさ

を算出し、地方農政局長（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内

閣府沖縄総合事務局長。以下別添３において同じ。）に通知する。 

   内閣府沖縄総合事務局長にあっては、通知された標本の大きさを農林水産センター別

の耕地の田畑別面積についての調査結果が十分な精度を保持するよう、必要な標本の大

きさを農林水産センター別に算出し、農林水産センターの長に通知する。 

 

 (4) 標本の配分 

   地方農政局等の長は、(3)により通知された標本の大きさを、都道府県別（沖縄県にあ

っては、農林水産センターの管轄区域別）の地目階層別に、総単位区数に耕地の田畑別

面積の母標準偏差を乗じた積に比例して配分し、次いで、地目階層別の標本の大きさを、

性格階層別に当該性格階層の総単位区数に比例して配分する。 

 

 (5) 標本の抽出 
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   地方農政局等の長は、(4)により配分した性格階層別の標本を、(2)により作成した性

格階層別単位区リストから系統抽出法により抽出する。 

 

２ 作況標本筆の抽出方法 

  作況標本筆の抽出方法は、次のとおりとする。 

 

 (1) 単位区の階層分け 

   地方農政局等の長は、単位区のうち水稲の栽培の用に供される単位区を、水稲の生産

力等により分類し、同一の分類に属するものをもって階層を編成する。 

 

 (2) 標本の大きさの算出 

   統計部長は、都道府県別に水稲の 10a 当たり収量についての調査結果が一定の目標精

度を保持するよう、必要な標本の大きさを算出し、地方農政局長に通知する。 

 

 (3) 標本の配分 

   地方農政局長は、通知された標本の大きさを、階層別に水稲の作付面積に 10a 当たり

収量の母標準偏差を乗じた積に比例して配分する。 

 

 (4) 標本の抽出 

   地方農政局長は、(3)により階層別に配分した数の標本を当該階層から田の耕地面積

に比例して抽出し、次いで、当該標本内にある水稲の作付けされた筆から無作為に作況

標本筆を１筆抽出する。 

 

３ 農林業経営体の抽出方法 

  陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作物、そば、なたね、茶、果樹、野菜及び花きに係

る作付面積調査並びに収穫量調査（茶については作付面積調査に限る。）における農林業

経営体の抽出方法については、次のとおりとする。 

 

 (1) 母集団名簿の作成 

   統計部長は、調査実施時期に利用可能な直近の農林業センサスにおける農林業経営体

調査結果から、調査対象作物を作付けし、かつ、関係団体等以外に出荷した農林業経営

体を抽出し、都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に配列して、母集団名簿を作

成する。 

   ただし、飼料作物については、農林業センサスの飼料作物の作付けに関する調査項目
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がないため、牛を飼っている、かつ田・畑（牧草地）耕地がある農林業経営体及び農作

業の受託料金収入で飼料用作物作がある農林業経営体とする。 

   なお、次年度以降は、農業構造動態調査の結果を踏まえた情報収集等により毎年補正

を行う。 

 

（2） 階層の設定 

   (1)で作成した母集団について次のとおり階層分けを行う。 

    大規模階層：都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きい

ものから順に、おおむね 10 経営体（調査全体として、約 16,000 経営体を想

定）。ただし、野菜、花きについては、同一の農林業経営体が複数の作物を

作付けている場合があり、同一の農林業経営体に複数の作物について回答を

求める場合がある（中規模階層及び小規模階層も同様）。 

  中規模階層：都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体の作付面積を

累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね８割（注）を

占めるまでの範囲の農林業経営体（大規模階層に該当するものを除く。） 

 

      （注）「おおむね８割」とは、①直近の関係団体等に対する作付面積調査から

得られた作付面積、②母集団情報から得られる大規模階層及び中規模階層

の経営体の作付面積を合わせたもので判断する。 

 

  小規模階層：大規模階層及び中規模階層以外の経営体 

 

 (3) 標本の大きさの算出 

   (2)で作成した階層別の母集団名簿を用い、次のとおり報告者数を算出する。 

大規模階層：母集団の全数とする。 

中規模階層：母集団の約５分の１の数とする。 

小規模階層： 作物別に面積及び収穫量の調査結果が一定の目標精度を保持するよう、必

要な標本の大きさを算出する（令和７年産以降、当分の間は、収穫量調査の

10a 当たり収量の標準誤差をもとに算出する。）。 

 

 (4) 標本の抽出 

   (3)により算出された標本の大きさに相当する農林業経営体を、階層別に系統抽出法

又は調査対象作物の作付面積に基づく確率比例抽出により抽出する。 

   なお、野菜工場等、推計結果に大きな影響を与え得る農林業経営体の情報を事前に把
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握している場合は、中規模階層又は小規模階層の農林業経営体であっても、有意に選定

する。 

   また、毎年全国調査を行う作物にあっては、中規模階層及び小規模階層の農林業経営

体のうち、２分の１の農林業経営体を継続標本とする。毎年全国調査を行わない作物に

あっては、主産県の中規模階層の農林業経営体のうち、２分の１の農林業経営体を継続

標本とする一方で、主産県の小規模階層及び非主産県の農林業経営体については、全国

調査の都度（５年おきに）（注）、選定をし直す。ただし、母集団の大きさ及び階層別の分

散状況により、標本の変更を行わない場合がある。 

  （注）主産県の小規模階層と非主産県の農林業経営体については、全国調査のときのみ

調査を行う。 

    

４ 荒茶工場の抽出方法  

収穫量調査のうち、茶調査に係る標本荒茶工場の配分及び抽出方法は次のとおりとする。 

 

 (1) 荒茶工場母集団の整備・補正 

地方農政局等の長は、全国調査の実施年において、「荒茶工場母集団一覧表」に掲載

された荒茶工場への郵送・オンラインによる照会結果により操業状況を確認（全国調査

年及びその前年に調査対象となった荒茶工場を除く。）するとともに、作付面積調査の

報告者となる農林業経営体に対する確認（農林業経営体自らが荒茶加工をしているか否

かについての確認）により、母集団一覧表を更新する。また、主産県調査の実施年にお

いて、事業所母集団データベース及び作付面積調査の報告者となる農林業経営体に対す

る確認により、荒茶工場の休業・廃止又は新設があった場合には削除又は追加をし、ま

た、茶栽培面積、生葉の移出入等大きな変化があった場合には当該荒茶工場について母

集団一覧表を整備・補正する。 

(2) 母集団の階層分け及び標本の配分 

統計部長は、母集団一覧表に基づき、都道府県別に次の方法により標本の大きさを算

出し、地方農政局長に通知する。 

ア 階層の設定 

母集団一覧表の荒茶工場別の年間計荒茶生産量を指標とし、都道府県別の荒茶工場

を全数調査階層と標本調査階層に区分する。 

イ 標本の大きさの算出 

都道府県別の標本の大きさは、全数調査階層の荒茶工場数と標本調査階層の荒茶工

場数を足したものとし、標本調査階層については一定の精度が確保できるよう標本の

大きさを算出する。この場合、全数調査階層は荒茶生産量規模別の分布状況に応じて
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別途統計部長が定める一定生産量以上を有する工場の階層とし、残りを標本調査階層

とする。 

また、標本調査階層にあっては、階層内分散が小さく、階層間分散が大きくなるよ

うに最大で３程度の階層に区分する。 

ウ 標本調査階層内の標本配分 

階層ごとの荒茶工場の年間計荒茶生産量（母集団リスト値）の標準偏差を基に、標

本調査階層を区分した各階層の標本の大きさを配分する。 

 

  (3) 標本の抽出 

    地方農政局長は、(2)により通知された標本の大きさに相当する荒茶工場を、階層別

に系統抽出法により抽出する。 
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（令和８年産以降の調査で用いる調査票）
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【 ３ 】作付面積の増減要因等について

【 ２ 】 余マス率について
 平均的な余マス率を記入してください。

作物名 余マス率

前年産 ％

本年産
・

記入上の注意
〇 余マスとは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入れ目、入り目などとも言われます。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

日照
不足

多雨 少雨 台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

主な増減要因（転換作物等）について記入してください。

【 ４ 】収穫量の増減要因等について

主な増減地域と増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

作物名
作柄の良否

多 高温並 低温並 悪 少

被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

良

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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はだか麦

％

・・

二条大麦 六条大麦

％ ％

・

記入上の注意
〇 余マスとは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入れ目、入り目などとも言われます。
例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

小麦

はだか麦

六条大麦

小麦

二条大麦

余マス率
前年産 ％

【 ２ 】余マス率について
 平均的な余マス率を記入してください。

【 ３ 】作付面積の増減要因等について

本年産
・

台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

多 高温 低温

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

日照
不足

多雨 少雨

作物ごとの主な増減要因（転換作物等）について記入してください。

【 ４ 】収穫量の増減要因等について

作物ごとに主な増減地域と増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

作物名
良 並 悪 少 並

作物ごとに被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入して
ください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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病害 虫害 鳥獣害 その他多雨 少雨 台風高温 低温
日照
不足良 並 悪 少 並 多

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

t

本年産 .
％

品目 入れ目率 減耗量等

みかん計
前年産 ％

t

本年産 .

.

普通温州
前年産 ha ｔ

.
前年産 ha ｔ

本年産 .

本年産

本年産

.本年産

品目 出荷量 うち加工向け

みかん計
前年産

.

栽培面積

ha ha ｔ ｔ

結果樹面積

本年産 .その他かんきつ類
前年産 ha

早生温州
前年産 ha ｔ

うち
極早生みかん

前年産 ha ｔ

うち
ハウスみかん

【 １ 】 貴団体で集荷している栽培面積、結果樹面積及び出荷量について （「みかん」、「その他かんきつ類」）

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

【 ４ 】 作柄及び被害の状況について （「みかん」のみ）

【 ２ 】 入れ目率・減耗量等について （「みかん」のみ）

〇 「入れ目」とは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入り目、余マスなどとも

言われます。平均的な入れ目率を記入してください。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

〇 「減耗量等」は、倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった

量を記入してください。

【 ３ 】 栽培面積及び結果樹面積の増減要因等について （「みかん」、「その他かんきつ類」）

主な増減要因（新植・廃園等）、増減地域及び増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の栽培団地等の状況（栽培面積、結果樹面積、栽培地域等） について記入してください。
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ｔ

ｔ

高温 低温
日照
不足

作柄の良否 被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

良 並 悪 少 並 多 病害 虫害 鳥獣害 その他多雨 少雨 台風

t

本年産 .
％ t

前年産 ％

t

本年産 .
％ t

前年産 ％

t

本年産 .
％

前年産 ％

t

品目 入れ目率 減耗量等

..本年産

前年産 ha ｔ

.本年産 .

前年産 ha ｔ

..

前年産 ha ｔ ｔ

本年産

品目 栽培面積 出荷量 うち加工向け
（りんご、パインアップルのみ）

結果樹面積
（パインアップルは収穫面積）

【 １ 】 貴団体で集荷している栽培面積、結果樹面積及び出荷量について

前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の点線をなぞってください。

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

【 ４ 】 作柄及び被害の状況について

【 ２ 】 入れ目率・減耗量等について

〇 「入れ目」とは、出荷の際に表示されている数量よりも多めに入れることをいい、入り目、余マスなどとも

言われます。平均的な入れ目率を記入してください。

例えば、出荷荷姿が100kgですが、101kg程度にして出荷している場合は、1.0％と記入してください。

〇 「減耗量等」は、倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった

量を記入してください。

【 ３ 】 栽培面積及び結果樹面積の増減要因等について

主な増減要因（新植・廃園等）、増減地域及び増減面積について記入してください。

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の栽培団地等の状況（栽培面積、結果樹面積、栽培地域等） について記入してください。
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【 ４ 】 作柄及び被害の状況について

貴団体において、貴団体に出荷されない管内の作付団地等の状況（作付面積、作付地域
等）を把握していれば記入してください。

主な増減地域と増減面積について記入してください。

作付面積の主な増減要因について記入してください。

【 ３ 】 作付面積の増減要因等について

 前年産と比べた本年産の作柄の良否、被害の多少、主な被害の要因について該当する項目の

点線をなぞってください。

多 高温 低温
日照
不足

多雨

被害の多少 主な被害の要因（複数回答可）

良 並 悪 少 少雨 台風 病害 虫害
鳥獣
害

その
他

並

被害以外の増減要因（品種、栽培方法などの変化）があれば、記入してください。

春植えばれいしょ

作物名

作柄の良否

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量
市町村名品目名 指定産地名

本年
・

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

・

・

前年

・

前年

本年

・

前年

本年

前年

本年

区分
コード コード コード

前年

本年

前年

本年
・

前年

本年
・

本年

前年

本年
・

前年

本年
・

記入上の注意
○ その品目の指定産地が存在する市町村について、指定産地の内外にかかわらず記入してください。
○ 「作付面積」は、は種又は植付けし、発芽又は定着した作物の利用面積を記入してください。単位は
「ha」と
     し、小数点第一位（10a単位）まで記入してください。0.05ha未満の場合は「0.0」と記入してください。
○ 「作付面積」及び「出荷量」には、種子用や飼料用は含めません。
○ トマトには、ミニトマトを含めてください。

ha ｔ
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【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について（続き）

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量
品目名 指定産地名 市町村名

区分
コード コード コード

本年

前年

・

前年

本年

前年

・

本年

・

前年

・

前年

本年

前年

・

本年

本年

前年

本年

前年

前年

・

本年

前年

本年

・

・

前年

・

・

前年

本年

・

・

本年

前年

本年

本年

前年

前年

本年

次のページに進んでください。

本年

・

・

・

ha ｔ
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【 １ 】 貴団体で集荷している市町村別の作付面積及び出荷量について（続き）

・

前年

・

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

・

前年

本年

前年

本年
・

前年

本年
・

本年

前年

本年

前年

本年
・

品目名 指定産地名 市町村名
区分

コード コード コード

主たる収穫
・出荷期間

作付面積 出荷量

・

前年

本年

ha ｔ

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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【 １ 】 貴団体で集荷している作付（収穫）面積及び出荷量について（続き）

品目名
本年（1月～12月）

千本

千球

鉢もの類

千鉢

花壇用苗もの類

【２】 作付(収穫)面積の増減理由、生育及び被害の発生状況等について

千本 千本

千本

前年（１～12月）

品目コード 作付（収穫）面積 出荷量
作付(収穫)

面積
出荷量

＜切り花類続き＞

千球

千鉢

生育、作柄、被害の発生状況等について記入してください。

作付(収穫)面積の主な増減理由について記入してください。

球根類

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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記入上の注意
○ 「作付面積」は、被害等で収穫できなかった面積（収穫量のなかった面積）も含めてください。

また、１年間のうち、同じほ場に複数回作付けした場合（収穫後、同じ作物を新たに植えた場合）は、その延べ面積としてください。
○ 「収穫量」は、「箱」、「袋」、「ｔ」等で把握されている場合は、「kg」に換算して記入してください。
  （例：10㎏箱で150箱出荷した場合→1,500㎏と記入）
○ 「出荷量」は、農協や市場へ出荷したものや、消費者に直接販売したものなど、販売した全ての量を含めてください。
また、販売する予定で保管されている量も「出荷量」に含めてください。

○ 「自家用、無償の贈与、種子用等の量」は、ご家庭で消費したもの、無償で他の方にあげたもの、翌年産の種子用にするもの、収穫後に
  販売する意図で出荷するまでに一度倉庫などで保管していたものの、保管中の病虫害や腐敗等により出荷できなくなった量などを指します。
○ １ａ、１kgに満たない場合は四捨五入して整数単位で記入してください。

 （例：0.4ａ、0.4kg以下→「０」、0.5ａ、0.5kg以上→「１」と記入）
○ 「出荷先の割合」は、記入した「出荷量」について該当する出荷先に出荷した割合を％で記入してください。

 「直売所・消費者へ直接販売」は、農協の直売所、庭先販売、宅配便、インターネット販売などをいいます。
 「その他」は、仲買業者、スーパーなどを含みます。

○ 「主な被害の要因」は被害があった場合に記入してください。
 （例：「高温」、「低温」、「日照不足」、「多雨」、「少雨」、「台風」、「病害」、「虫害」、「鳥獣害」、「その他」）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

加工業者
外食産業
等の業者

直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他

【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家用等の量について

本年産の作付面積、出荷量及び自家用等の量について記入してください。

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

主な
被害の
要因(町)(反)(畝)

ha a t kg t
少 並 多

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

kg

品目コード

本年、作付けを行った方のみ記入してください。

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）
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加工業者
外食産業
等の業者

直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他品目コード

次のページに進んでください。

ha a t kg t kg

主な
被害の
要因

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

少 並 多(町)(反)(畝)

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家消費等の量について （続き）

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）
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直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

品目コード
(町)(反)(畝)

ha a t kg t

【 ３ 】 作付面積、出荷量及び自家消費等の量について （続き）

品目名
主たる収穫
・出荷期間

作付面積
収穫量 出荷先の割合 被害の多少

主な
被害の
要因少 並 多

出荷量
(販売した量及び販売目的

で保管している量)

自家用、
無償の贈与、
種子用等の量

kg

加工業者
外食産業
等の業者

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。

（各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）
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品目コード
品目名

出荷量
作付（収穫）

面積
（借入地を含む。）

歩(坪) ㎡記入する作付（収穫）面積の単位の点線をなぞって選択してください。

その他 少 並 多

ａ(畝)

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について

本年産の作付（収穫）面積及び出荷量について該当する品目ごとに記入してください。

主な被害の
要因

被害の多少

千本

本年（１月～12月）

市場

出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

切り花類

記入上の注意
○ 本年の１月から12月までに出荷したものについて、記入してください。
○ 「作付（収穫）面積」は、被害等で出荷できなかった面積も含めてください。

 また、１年間のうち、同じほ場に２回以上作付けした場合や２段以上のベッド（棚）で栽培した場合、その延べ面積としてください。
○ 「出荷量」は、共同出荷、農協や市場へ出荷したものや、消費者に直接販売したものなど、販売した全ての量を含めてください。
○ １ａ（歩、㎡）、1,000本（鉢、球）に満たない場合は四捨五入して整数単位で記入してください。

（例：0.4ａ、400本→「０」、0.5ａ、500本→「１」）
○ 「出荷先の割合」は、記入した「出荷量」について該当する出荷先に出荷した割合を％で記入してください。

 「直売所・消費者へ直接販売」は、農協の直売所、庭先販売、宅配便、インターネット販売などをいいます。
 「その他」は、仲買業者、スーパー、外食産業などを含みます。

〇 「主な被害の要因」は被害があった場合に記入してください。
（例：「高温」、「低温」、「日照不足」、「多雨」、「少雨」、「台風」、「病害」、「虫害」、「鳥獣害」、「その他」）

農協以外
の集出荷

団体
農協加工業者

直売所・
消費者へ
直接販売

本年、作付けを行った方のみ記入してください。

％ ％ ％ ％ ％ ％
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品目名
品目コード

作付（収穫）
面積

（借入地を含む。）

次のページに進んでください。

その他 少 並 多

主な被害の
要因

被害の多少

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について （続き）

出荷量

出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

千本

加工業者
直売所・
消費者へ
直接販売

市場

本年（１月～12月）

＜切り花類の続き＞

農協以外
の集出荷

団体
農協

％ ％ ％ ％ ％ ％
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千本

鉢もの類

花壇用苗もの類

【 ３ 】 作付（収穫）面積及び出荷量について （続き）

品目名
品目コード

球根類

作付（収穫）
面積

（借入地を含む。）

加工業者
直売所・
消費者へ
直接販売

市場
農協以外
の集出荷

団体
農協 その他 多

本年（１月～12月） 出荷先の割合（％） （各出荷先の合計が100％となるようにしてください。）

出荷量

千鉢

千球

被害の多少

主な被害の
要因少 並

調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
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作物統計調査の必要性等について

１ 調査の目的・必要性 

作物統計調査は、作物統計（統計法（平成 19 年法律第 53 号）第２条第４項に規定

する基幹統計）を作成することで、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、

農業行政の基礎資料を整備することを目的として毎年実施している調査である。 

調査結果は、国民生活の基礎である食料の安定供給の確保のための施策推進、農業

経営の安定に係る対策の推進、食料自給率の算定等に利用されるなど、本調査のよう

に我が国全体の耕地面積、主要作物別の作付面積、収穫量等の実態を詳細にみる統計

は他にはない。 

【政府内において想定される主な利活用】 

〔区分〕 

■重要な政策の立案・実施・評価のための基礎資料

■基幹統計など重要な統計作成への利用

□国際機関への提供など国際比較上の利用

■その他

〔具体的な利活用〕

① 食料・農業・農村基本計画（最新は令和７年４月 11 日閣議決定）における品目

ごとの生産量や作付面積等の KPI の設定及び検証等に利用

② 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第 113 号）に基づき

毎年策定されている「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」策定の基礎資

料

③ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成 18 年

法律第 88 号）に基づく「水田・畑作経営所得安定対策」における畑作物の直接支

払交付金及び収入減少影響緩和対策の交付金単価の算定に利用

④ 農業保険法（昭和 22 年法律第 185 号）に基づき、農業共済制度により国が補填

する損害額の認定における共済基準収量の算定に利用

⑤ 野菜生産出荷安定法（昭和 41 年法律第 103 号）及び「野菜生産出荷安定法施行

規則」（昭和 41 年農林省令第 36 号）の規定に基づき、主要野菜の集団産地の指定、

区域の変更、解除をする際の審査に利用

⑥ 果樹農業振興基本方針における目標栽培面積の策定及び目標達成に向けた生産

指導・達成状況検証に利用 等

２ 他の統計調査との重複 

(1) 耕地面積を把握する調査で重複するものはない。

(2) 作付面積及び収穫量（出荷量）に関する基幹統計調査は、本調査以外にないが、

一般統計調査としては、特定作物統計調査、地域特産野菜生産状況調査、花木等生

産状況調査及び特用林産物生産統計調査（いずれも農林水産省実施）がある。しか

し、これらは対象品目を相互に調整しており、重複なく整理している。
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調査名 把握対象となる作物 調査周期 報告者

作物統計調査 水稲 毎年 ・実測調査

陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、なたね、飼料

作物、てんさい、さとうきび、野菜（指定野菜、特

定野菜）、茶、果樹、花き（鉢物の花木類を含む。） 

・農協等の関係団体

・農林業経営体

特定作物統計調査 豆類（小豆、いんげん、らっかせい）、こんにゃく

いも、い

毎年 ・農協等の関係団体

・農林業経営体

地域特産野菜生産状況調査 上記２調査以外の野菜で地域特産の野菜（うど、エ

シャレット、オクラ等）

２年周期 ・都道府県

花木等生産状況調査 花木類（鉢物を除く。）、芝、地被植物類 毎年 ・生産組合

特用林産物生産統計調査 きのこ類、山菜類（いずれも上記４調査の対象外）

木炭等、薬草等、竹材・桐材等

毎年 ・生産者

３ 行政記録情報等の利活用 

  耕地面積に関する行政記録情報としては、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第

380 条第１項の規定に基づく固定資産課税台帳（土地課税台帳、土地補充課税台帳、

家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の総称）がある。 

  固定資産課税台帳は、地方税法第 381 条第１項（市町村長は、登記簿に登録されて

いる土地について、固定資産税を課されることとなる者の住所、氏名、名称、価格な

どを登録しなければならない）に基づき、登記簿情報を基礎情報として整備されてい

るものである。 

  また、登記が行われていない固定資産の変更については、市町村長等が選任する評

価員等が現地見回り、航空写真などにより確認（毎年少なくとも１回の実地調査（地

方税法第 408 条））し、固定資産課税台帳を更新することとなっている。 

  この台帳上の地目については、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、

原野、その他の土地の各地目に区分されている。 

  一方、作物統計調査における耕地面積調査では、毎年全国の田畑別の耕地面積等に

ついて把握することを目的としているが、この把握については、耕作者（地権者）の

意志によらず現況面積を把握するため、対地標本実測調査を実施し把握している。 

  過年次において両者の田及び畑面積について比較した結果、都道府県別に異なるが、

いずれも課税台帳面積が過大となっている状況が大半であった。 

  このように目的、把握方法、調査結果が異なっていることから、固定資産課税台帳

の結果を作物統計調査に代替することはできない。 

  なお、耕地面積に関する行政記録情報としては、固定資産課税台帳のほか、土地登

記簿や農地基本台帳があるが、土地登記簿は固定資産課税台帳の基礎情報として活用

されているものであり、農地基本台帳については、上記と同様に目的、把握方法等の

違いから、作物統計調査に代替することはできない。 

４ 事業所母集団データベースを利用した重複是正等 

 本調査の対象となる農林業経営体のうち組織法人経営体についての重複是正につい

ては、毎年６月下旬までに母集団名簿をデータベース照合し、重複是正の対象となる

経営体以外を抽出して調査を実施することとしている。調査履歴については、重複是

正の後、速やかに調査対象名簿を提出する。また、調査票の提出期限は、作物の種類

及び生育状況によって異なるが、概ね翌年の６月上旬には到来することから、最終的
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な調査結果名簿については、当該翌年の概ね９月上旬までに提出することを予定して

いる。 

 また、関係団体等については全数調査であることから、重複是正は行わない。調査

結果名簿については、前段同様の理由から当該翌年の概ね９月上旬までに提出するこ

とを予定している。（直近の調査結果名簿の履歴登録は令和６年９月に実施） 
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